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はじめに

I 憲法上の連邦の会社規制j権限

II 統一会社法の制定とその問題点

皿 鉱業ブームとラエ報告書

IV 労働党による 2法案

V ！？刊レベルでの規制の強化と州際協力

もT 連邦・丹、［間の協力制度による連邦会社・証券法

の制定

jJ わりに

はじめに

オーストラリア逮邦では，会社法は州の法域（jurisdic-

tion）とされる結果，少なくとも現時点までは，各州｜お

よび直轄地において別個の会社法が存在している。

しかし，企業活動が外！の枠を超えて拡大され，また一

獲の経済活動の中心的役割を担うにいたると，このよう

な州レペルでの孤立した規制では不十分となり，連邦レ

ベルでのより強力な規制に移行せざるを得ないことは，

アメリカの例をみても明らかである。またプメリカにお

いては，大恐慌に対する反省の結果大衆投資家の保護を

民的として開始された証券規制を契機にして上場会社の

資本の調途および証券取引の規制を内容とする連邦会社

法が成立したこともよく知られている。

本稿は，アメリカと同じく連邦制を採用しているオー

ストラリアにおいて，いかなる過程を経て「連邦会社法」

(Federal Corporation Law）が生成されつつあるのかを

検討することを目的とする。

ここでいう連邦会社法とは，第lに州議会が改正権を

留保しながらモデ／レ法を採用したにすぎない1961～62年
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脱皮しつつあることを考えれば当然であろう，したがっ

て統一会社法とは，何らかのかたちで統一された立法

（改正〕機関と行政機関を有する会社法として定義しえ

よう。しかしこのことは，必ずしも「連邦立法」（Common-

wealth Act）たるこどを要しない，連邦と州または州問

の合意をもって，以上の定義を満たす措置を構ずること

が可能であるからである。

本稿ではまず第 1にオーストラリア憲法上連邦に会社

規制権限を授権した法人権限（corporationpower）の内

容を検討する（ I)。これにより会社規制に関する連邦の

立場がより明確なものとされ，以下の議論の理解が容易

となろう。続いて60年代初頭の統一会社法の制定過程と

その問題点を概観する（II）。次に連邦会社法の問題がよ

り具体的に呈示される契機となった「鉱業ブームj下の

諸問題につU、てラエ報告書の紹介を通じて明らかにす

る。この検討を通じてオーストラリアの連邦会社法の問

題は，アメリカと同様証券規制を中心として現出し，こ

れをめぐって法の統一とともに連邦レベルでの規制機関

の創設が不可分なものとして議論されるにいたることが

示される（ill）。この報告書に応えた労働党政権下におけ

る2法案の検討が続くが，ここでは単に証券規制だけで

はなく一般会社法についても連邦規制の対象とされると

いう点でアメリカ型の方式からは一歩進んだものとされ

ているととが理解されよう（IV）。続いてこの労働党法案

に対抗して開始された4州の州際協定による会社法の統

合の動向を検討し（V），最後に労働党法案と 4州聞の州

際協力方式との妥協ともいえる現政権による連邦・州の

協力制度の概森を紹介するとともにその問題点を指摘す

る。

に行なわれた「統一会社法」（UniformCompanies Acts) I 憲法上の連邦の会社規制権限

からは区別され，何らかのかたちで統ーした校法機関の

存有害と前提とする。 ;,f,2にそれは全国レベルでの単一の 1900年イギリス議会を通過した「オーストラリ γ連邦

規制！機関の存在を必要とーするのこのことは，会担法が単 J益法J(An Act to Consolidate the Commonw削 lthof 

なる裁判法か月行政機関が積極的役割を果たす政策法に Australia）は， その前文にも示されるように， それま
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で各々独立して存在していた植民地を州（Stat白）とし

て連邦（Commonwealth）に結合することを目的として

いた縫い。したがって，新しく設けられた連邦の法域

(jurisdiction）は，これまで各自治植民地が有していた

権限のいくつかを委譲されたものとして憲法上に明記さ

れ，州は，この明記されたもの以外については，留保権

(reserved power）を有すると考えられていたのである

位 2」この連邦法域については，その大半が憲法第51条

に掲げられている。この規定は， 「（連邦）議会は，この

憲法に従うことを条件として，以下の事項に関して，連

邦の平和，秩序および有効な統治のために法を制定する

ことができる」として， 40項目にわたって各事項を列挙

している。本稿の課題に関しでは，以下の規定がもっと

も重婆であろう（住3)0 

(i）他国とのおよび州問での取引および通商（trade

and commerce) 

(ii）外霞法人ならびに連邦内において設立された取引

および金融法人（tradeand financial corporation) 

第1号については，アメリカやカナダの憲法における

州際通商条項にあたるものであり，すでに平教授により

詳細な検討が行なわれている（注4）。本稿では，アメリカ

法に較べて＋Ii襟（inter-state）の意味が狭義に解されてい

ること，しかし取引および通商の定義自体が次第に拡大

する傾向にある結果，後にみるように第20号の取引法人

の定義に影響を及ぼしつつあることを指摘するにとど

める。

第20号は，いわゆる法人権限（corporationpower）＜注5)

として，会社規制の問題に直接関係する。この規定につ

いて第単な説明を加えると，同号は第l号と異なり，

連邦に対して州内でのみ活動する法人に対しでも適用

される。次に対象とされる法人については，外国法人

(foreign corporation）とは，外国会社であって連邦がこ

の種の会社に対して規制権限を有することはほとんど疑

問がない。金融法人とは，銀行および保険会社について

は，月！Jに第13号および第14号に規定されている結巣，そ

れ以外の金融会社（たとえば投資会社）とされてヤる。

しかし少なくともこれまでは金融機関の代表は銀行で

あり，したがって金融法人についてもそれほど問題がな

い。もっとも大きな問題は取引法人についてである。こ

の定義については，後述するように初期には製造会社や

鉱山会社を含まないとされていたが，今日では第1号と

の関係で広義に解釈される傾向f~ ；ある。

さて，この法人権限の内容が最初にとりあげられたの

48 

は， 1909年のハグート・パーカー私会社対モーヘッド事

件（注6）においてである。この事件では連邦の制定した

独占および制限的取引を規制する1906年の「産業保全法」

(Industries Preservation Act）の効力が争われた。先にみ

たように連邦は州際取引については当然に規制権を有す

るが，この法律では，法人権限にもとづき法人の州内の

制限的取引についても罰則を課する旨規定されていた。

ここに連邦の法人権限とは一体何なのかということが問

題となったのである。

多数意見は，連邦が法人を設立する権限を有しないこ

とについては一致する。すなわち「連邦内で設立され

た」とャうことは，すでに何らかのものにより設立され

たことを前提としており，これは州法により設立された

ということを；意味すると考えるのである（注7）。これによ

り会社法の重要な機能である設立に関する事項は州の管

轄下にあるものとされる。それでは，との第20号はいか

なる権限を連邦に与えるものであろうか。これについて

は意見がわれれた。ゲリフィス（Gri伍th）および、パートン

(Barton）両判事は，連邦はこの規定により所定の法人

が一定の分野に参入することを禁止することはできる

が，適法にその分野に参入した法人については何らの規

制権を有せず，その分野での活動の規制は州の専権に属

すると主張する（注8）。したがって本件のように石炭の売

買に従事する会社がこの取引活動において制限的取引を

締結することは州法により規制されるべきであり，連邦

はとの会社がその能力以外の事項たとえば鉱山業に参入

するととを規制することができるのみであるとU、うこと

になる。オコーナー（0’Corner）判事は， この権限は州

外会社の法認（recongnition）に関するものである（注9）と

し，ヒギンズ（日iggins）判事は，連邦は法人の内部構造

について規制権を有するがその取引については権限を有

しない止して他の見解どは異なり連邦の会社法制定権を

認めることを示唆している（注10＼いずれの立場からも連

邦は法人の取引活動を規制しえないということになる

が，この意見に対し，アイザックス（Issacs）判事は，こ

の権限は， 「連邦議会に対して法人の公衆とのまたはこ

れに響影を及ぼす取引活動の規制権を与える」ものであ

るとしている（注11）。

この判決の多数意見（グリブイス，パートンおよびオ

コーナー判事〕は，「外｜の黙示の留保権理論j(theory of 

implied reserv臼lpower of state）を長礎としているが

（注12），この州の権限を保護するために連邦の権限を狭く
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解する見解は，連邦の権限を積極的に容認したエンジニ

ア事件により否定されたといわれる（注13）。

またハダート事件では，取引法人の定義について極端

に狭く解釈され，アイザックス判事によれば，製造業お

よび鉱業を含まず，また所与の会社が取引法人であるか

否かは前提問題であり，連邦はこれについて決定できな

いものとされた。この意味するところは，取引法人であ

るか杏かはその法人の設立目的により判断されるのであ

り，その実際の活動により判断されるのではないという

ことである（注14)0

その後，この法人権限の問題については， 1948年の銀

行事件（注15), 1953年のアソシエート・ドミニオン事件

（出紛等において傍論として取扱われているが， 1971年

のロクラ・コンクリート事件の判決（注17）までは積極的に

は取扱われなかった。

この事件では，ハダート事件と同じく，連邦が州内に

おける企業の若手j限的取引を規制しうるかということが争

われた。この事件の慨容は以下のようなものである。連

邦は， 1965年にこれまでの産業保全法に替えて「公正取

引法J(Trade Practices Act）を制定し，制限的取引の規

制を強化した。この法律は外｜際・州内を問わず一切の制

限的取引協定について登録義務を課していた。原告は，

この義務違反として訴追されたが，連邦は州内のみでの

取引については規制権限を有しないとして，この法律は

憲法違反であるとハイ・コートに対して訴えた。

ハイ・コートは，登録義務の規定は純粋に州内取引に

のみ従事している法人を拘束する限りにおいて無効とし

た。しかしこの理由は，規定の不備によるものであり，

法人権限そのものについては，多数意見はハダート判決

を覆えす見解を示している。パーウィック判事によれ

ば，第51条第20号にいう法人の「取引活動…・・を規制し，

統制する法律は，取引法人であれ，金融法人であれ，一

応その目的が取引をなすことであるがゆえに連邦の権限

内にあるJ，また制限的取引についても「取引を制限する

協定は，法律が数世紀もの間慣れ親しんできた取引活動

であるjとして，基本的にはハダート事件のアイザック

ス判事の反対意見に近い立場をとっている（注18）。もっと

も取引法人の定義については，ロクラ事件では明確な見

解を示していないが，パーウィツク判事は，「狭いまたは

ペダンティックなアプローチをなすべきでないJとし，ま

た51条第1号について取引とは商品の取引に限定される

べきでないという銀行事件に明示的に言及しているとこ

ろがち広義に解釈される傾向にある（注19）。この傾向は，

研究ノート

1974年のセント・ジョージ県参事会事件で加速されてい

る（注20-）。

以上ハダート事件とロクラ事件という連邦結成当時の

事件と最近の事件を紹介してきたが，ここで現在の憲法

上の法人権限について要約すると以下のようなものとな

ろう。

第1に，連邦は，会社の設立および解散に対する権限

を有しない。したがって完全な意味での連邦会社法は常

に憲法違反とされる危険性がある峰山。

第2に，連邦は取引法人等の第51条第20号の法人の取

引活動については規制権を有する。

第3に，この取引法人については，第51条第 1号の取

引の概念による影響もあり広義のものであると考えられ

るが，設立目的により判断されるのか実際の活動により

決定されるのかは明確ではない（注問。

第4に，取引活動の規制というのは独占規制を含み，

法人の外部的活動を意味し，内部的な問題たとえば会社

の取締役と総会との関係や定款に関する事項は含まれな

い。ただ現代の企業活動は著しく複雑化し，また大き

な社会的影響力を有している。このような状況を考慮す

るとたとえば証券規制や会社情報開示義務といった問題

は，単なる会社の内部問題とはいえない。それゆえ連邦

は法人権限にもとづきこのような事項にも介入できると

する強力な意見が出されている。しかしこの種の立法に

ついての裁判所の立場は予測しがたい償却。

ところでオーストラリアの連邦による会社規制の問題

は，州際通商の概念が狭〈解釈される傾向にある結果で

あろうが，この概念に依拠するアメリカの会社規制とは

異なり，上記の法人権限を中心に展開されているという

特徴をもっ（注24）。しかし憲法解釈から導びかれる連邦の

この面での権限は，アメリカのそれに較べると著しく弱

いものであるというととは否定できない（注紛。

このような限界を乗り超える唯一の確実な方法は憲法

改江であろう。憲法第128条は改正に関し議会両院の絶

対多数による提案と有権者総数の過半数による承認とを

要求している。しかしオーストラリア国民は憲法改正一

般について消極的な姿勢を示しており，何度か会社法制

定権限を明示的に連邦に付与する旨の改正提案がなされ

ているが，この改正はいまだ実現していなU刊住則。

（注 1〕 この前文は「（各州の）人民が連合王国の王

冠のもとご一つの不可分の迎邦（ドederalCommon-

wealth）に結合することに合意したので……」と述べて
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いる。

（注 2) Sawer, Geoffrey, Australian Government 

Today’， 12th ed., Parkville, Melbourne Univ. Press, 

1977, pp. 5-6. 

〈注 3) この他関係するものとして，課税（2号），

銀行（13号｝，保険（14号），為替手形および約束手形

(16号〕，破産（17号〕などの規定がある。

〈注 4) 平良「オーストラリア憲法における州、i際通

商条項」（『法学研究〔軍基ic;J』第49巻第3号） 1～16ベージ。

〈注 5) このような規定はアメリカ憲法には存在し

ない。なお本稿では特le.問題のある場合のはかは法人

(corporation）と会社（company）とし、う諮を明確に区別

していなし、。一般には，会社とは州会社法iともとづい

て設立された法人であり，法人とは，会社を含む法人

格合与えられた全存在（したがって向治法人を含む〕

を指九

ぐ注 6) Huふiart,Parker & Co. Pty. Ltd. v. 

A{ooreh叫 d(1909)8 C. L. R.本件についてはSawer,

G., Cases on the Constitution of the Common・ 

wealth of Australia, 3rd ed., Sydney etc., The Law 

Book Co. 。fAustralia, 1964, pp. 430-445による

（以下向じ）。

〈注 7) この点はヒギンズ判事を除く全判事は一致

する。

〈注 8) Sawer, Cases・ ・ ・一， p.434. 

Cl上9) この法規とは，たとえばある州の会社が他

の州で活動することを認めることであるが，これにつ

いては外開会社の規定との関係で，どのレヘノレまで他

州で活動することを認めるとするのか問題があると指

摘されている。 Howard，心，“The Corporations 

Power in the Australian Constitution，＇’ in The 

Corporation and Australian Society, ed. K, E. 

Lindgrain, Sydney etc., Law Book Co. Ltd‘1974, 

pp.16-17.なお州際協定におけるこの定義については

務5節参照。

（注10) Sawer, Cases・・…，， p: 444. 

（注11) Ibid., pp. 440-441. 

( rt: 12) 「憲法は（州内の取引についてfnJら規定を

わいていないが〕連邦lζ授機＇ 2"れていない弘法総LI… 
州に保宿されるとい号明示の宣言を有するものと解釈

戸れるべき」とするグりアイス判事の見解， Ibid.,

p. 433. 

（注13) Amalgamated Society 4とfEngineers v. 

ラ0

Adelade Steamship Co. Ltd. (1920), 28 C. L. R. 

129; Sawer, Cases・・・・一， pp.1-15. この事件は法人権

限に関するものでなく，51条35号le.関するものである。

（注14) Sawer, Cases・ …田・， p. 438. 

（注15) Bank of New South Wales v. Commo珂－

wealth (1948) 76 C. L. R. l ; Cases・・…， pp.195-299. 

（注16) Insurance Commissioner v. Associate 

Dominions Insurance Society Pty. Ltd. (1953), 86 

C. L. R. 98. 

（注17) Strickland v. Rocle Concrete Pipes Ltd. 

(1971) 45A. L. J. R. 485. この判決は， ハダート判

決子覆えし，連邦の法人権限を広く認めたものとして

憲法学者より高く評価されており（たとえば Howard

の前掲論大および， Lane, P. H., The Australian 

Federal System wz・thUnited States Analogues, 

Sydney etc., The Law Book Co. Ltd., 1972, pp. 

110--115), また第 3節で取扱うラエ報告書もこの判決

を主主主11の証券規制権限の論拠と Lている。 この平ljy需に

ついては，本稿では判例を参照できず， Howardおよ

び Laneの同f論文， lri]l二者およびラエ幸晃子1需に拠っ

ている。

（注18) Lane, op. cit., pp. 113 ・ 1 J 4. メンジーズ

(Menzies）判事およびギプス（Gibbs）判事も同意見。

（注19) Howard, op. cit., pp. 18---19. 

( f}.20) R v. Trade Practices Tribunal and 

Commissioner of Trade Practices: Exarte St. 

George Country Council (1974) C. L. R. 533; Bant, 

R., H.A.S.Ford & G. J. Samuel, An Introduction 

to the Securities Indust,y Acts, Sydney, Butter-

worths、1977,pp. 6-9. 

（ロ：21〕 この／.（、はアソシエート・ドミニオン 1):(11'1ζ

おいて明確に述べられている。 Laneop. cit., p. 112. 

お上ぴ pp.116・117.

（注22) Howard lま，製造法人や鉱業法ー人を取引法

人でないとするアイザソクス判事の兇解を裁判所が現

釈も維持していることは伝じ策I,、とする。 Howard,

ψr  ・it, pp. 18-19, (1+20）のが件ごは取引前動を行な

っている公前法人が取引法人であるか夜かがイJ，わ1u~ャ

が，これについては 2対2で見解が分れている。

( i'i.23) Howard （注9参照）， Baxt （注20参照）の

は解。 LaneLiアメリカのiliE券規制！をモデルと考える

限り否定的のようである。 Lane, op. cit., pp. 108-

110. 
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（注24) Howard，。ρ.cit., p. 13. 

（注25) アメリカの逮邦会社規制lの問題について

は， Cary,William L., ＇‘Federalism and Corporate 

Law: R巴flections upon Delaware，” Yale Law 

Journal, Vol. 83, No. 4 (1974), pp. 663. および

Arthur，ドleischer,Jr.，“Federal Corporation Law: 

An Assessment，” Harrard Law Review, Vol. 78 

(1965), pp. 1141-1179を参照のこと。

（注26) Sawer によるとこれまマ合計321ζ上る慾法

改正提案がなされたが，そのうち 5仰が認められたに

すゲない己いう。 Sawer,Australian Government・・・ 

・・, p. 10. な：！31959年（次節で述べる統一会社法の制

定前後〕には両院議法改1＇..委員会がその第 2次幸虫色？？

で辿：／＇IIIC会計決制定権ι付与寸る守口J改正提集売行な

っている。 Sawer, G.，“Reforming the Federal 

Constitution，＇’ The Australian Quarterly (March 

1960), pp. 29-30. しか L, これはし、主 t：：実現 Lていな

し、。

II 統一会社法（UniformCompanies Acts；の

制定とその問題点

オ…ストラリアでは，すでに連邦結成以前に，各州、｜

（当時は植民地〉は， 1削2年fギリス会社法をモデ、／レ止

して会全i；法を制定しており，またイギリス法の発股をill
いながら各州別に会社訟の改正を行なってきた併 1)。連

邦結成後も，すでにみた上ろに，憲法上会社法の制定機は

州にあるどきれた結果，この基本的なパターンは変わら

-r, 1千州は，その経済発燃の必要に応じて，イギリス｛°:t

または他州、｜の会社法を参照しながら，独自の権限にもと

づき会社規制jを行なってきたのである。連邦は，企業活

動に直接関係するものと Lては，すでにみたとおりわず

かに独占の規制という限られた分野において介入を試み

たにすぎないが，とれも録法上の常I］約により最近設で目

的を遼しえなかった。

もつをも，多〈の分野において連邦の役将Jjは次第に強

化されてい勺たのとくに第 1次大戦殺の工業化の開始に

燃し述郊の燦限であった関税権は，オーストラリア経済

の発股に大；：！tr役答iJを巣たしたことが指摘されており，

また1923年の1刊Hの対外Hr令都：権のitJi;邦への集中および

]942年の所得税の連邦徴収制度の確立は，中央銀行制度J

,I::！：：もに連邦の州、｜に対十Q財政1¥11袋小kを除問たるものに

したの労働！日i魁につし・ても連邦仲裁fJl!J!釦と上り， i射N士

主導的な役割を果たす刊にいたっている（注2¥ 

研究ノート

これに対して，会社規制に対して連邦の規制が消極的

であった理由の第1は，当時オーストラリアは工業化の

途上にあったとはいえ基本的には農業闘であったこどに

よると考えられる（注3）。第2次大戦にいたる前において

は，外資系および二，三の例外を除いて，企業の規模は小

さかったので，株式会社制度の経済機能である大衆から

の資金の動員の必要性はそれほど大きなものでなかった

と考えられよう（淀川。また第2に必要な資金はイギリスを

中心とする外国からの導入により調達されうる結果，他

州からの資本の調達および州際での資本の移動は限られ

ていたのではなかろうか（注5）。とのような状況にあって

は，全国的なレベルでの会社の資本調逮の規制の必要性

はほとんどな〈，また会社経営の法的諸問題についても，

各州の会牛士法の相違は，それがイギリス法という大枠の

中にある限り，それほど困難な問題とはならない。

Lかし第2次大戦中のオーストラリアの工業化はめ

ざま Lく，との過程で戦後の急速な経済発展の礎が築か

れた。この期間，オーストラリアではヨーロッパからの

輸入の途絶の結果左して，また対日戦争の重要な兵姑基

地 KLて軍需工業のみならず多くの関連工業に急速に拡

大させ，発展させた。またその前線基地とされた阿部お

上ぴ北部という後進地域の開発が促進され，とれととも

に先進州の東部諸州との突通および通信網が飛躍的に拡

大された（注6）。これに上り，これまでの州を基本場位と

する経済構造は，オーストラリア全国レベルに広〈拡大

されるにいたったと努えられる。しかも戦争を経締に

して，オーストラリア人の意識も各州｜のセクショナリズ

ムを超えて全オーストラリアの存在を強く認識するにい

た叶たm,1）。

第 2次大戦後も比較的順調に戦時経済から平時経済へ

の移行が達成きれ，当時の羊毛の価格上昇の結果もあり

て，オーストラリア経済Ii安定した成長をみせる（往8）。

このような状況の中で， 1950年代には商事法の分野を

中心止して各外｜問の法律の統一の機運が熱ナるのであ

る悦9）りもっとも取引拡‘の分野については，州際取引を前

提止し ない限り連邦が独自の全オーストラリア・レペ／レ

の法律を制定するとには窓法上の制約があり，とれはす

でにみたどおり会社法につU、ても同様であったのそこで

符察されたのが連邦と州の協力による統一法（Uniform

Acts）の制定方式であゥた。

J設初に統一・'rltのi主rill:がなされたのは，当時自動車やテ

レビなどの耐久消費財の購入について一般化していた拘l
j蹴販売を規制する「割賦販売法」（HirePurchase A且ts）で

ラ1
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あった（注則。この作業は1957年から58年にかけてなされ

たが，この統一方式とは，当時ヴィクトリアで作成され

ていた法案を各fMが独自の立法権限にもとづいて採用す

るというものであった。この成功に勢いを得て，連邦も

会社法の統ーに積極的な姿勢を示した。均時の各州、｜の

会社法は， 1948年のイギリス会社法を採り入れた1958年

のヴィクトリア会社法を除き，長期間放置されたままで

あり，戦後の新しい状況に対処しえず，全両改正の必要

にせまられていたのである。

もっとも会社法の統ーについては， 1946年および52年

の首相会議によりその必要性については合意されてい

た。しかし具体的には，ヴィクトリアチHがこの問題を検

討するために法務長官会議（Conferenceof Attorney 

General）を招集したのに始まる。連邦政府はこれに積極

的に応え，その結果1959年初から60年いっぱいにかけて，

各州および連邦の法務長官および担当官は，頻繁に会合

し，統一会社法草案の作成を行なった。この検討材料と

して当時制定直後のヴィクトリア会社法が基礎とされ，

その他1948年イギリス会社法およびそのもととなったコ

ーエン（Cohen）報告書，当時イギリス会社法の再検討

を行なっていたジェンキンス (Jenkins）委員会の作業の

他，アメリカ法曹協会による模範事業会社法（Model

Business Corporation Act）やガウア（Gower）教授によ

るガーナ会社法案などが参照された。またこの期間をと

おして法律家，会計士や実業界への意見照会がなされ

た。 1960年末には第 1次草案作成作業が終了し，再び関

係者への意見照会がなされた後， 1961年中には384条10

付則からなる最終草案が連邦および6州の議会に上程さ

れる運びとなった。各議会は，その独自の立法権限にも

とづきこの草案に沿ったかたちで新会社法を制定した。

1963年末までには，各外｜が各々の特殊性を加味した結果

細部においては若干の相違があるとはいえ， Ii'::オース

トラリアに一応共通する統一会社法が成立したのであ

る（注11）。

この統一会社法については酒巻教授等により紹介され

ている（注12）ので詳述は避けるが，以下の点において当時

のイギリス会社法より進んだ側面をもっていた。

第lに会社の能力については，訴訟当事者を限定する

ことおよび会社の権能を列挙することを通じて，イギリ

ス会社法の f目的外の行為j(ultra vires）の原則の緩和

を図っている（注目）。

第2に目論見書要件を拡大し，単に株式または社債の

公募についてばかりではなく，金銭の貸付および預金の

ラZ

公募についても目論見書の発行を要求している（注14）。ま

た1950年代央から目論見書要件を潜脱する目的で資金調

達に利用されたユニット・トラスト等の利権（interest)

の発行についても目論見書を要求し，さらに投資会社の

規制についての規定をおいている償問。このように会社

の資金調達面での規制は，イギリス会社法に比べて大幅

に強化されているといえよう。

第3に取締役の一般義務について明示の規定をおいて

いる。イギリス法ではこれは判例で処理されており，多

くの問題が生じていたが，これについて一定の答えを出

している。もっともこの規定は抽象的であり，実際の運

用についてはそれほど大きな役割を果たしていないとい

う指摘もある（枝問。

第4に，テイク・オーパーの規定をおいている（注17）。

制定当初はこの規定は簡単なものであったが，その後ニ

ュー・サウス・ヴェールズ等で大幅な改革がなされ，こ

の分野の規制についてはイギリス法とも区別される独自

の方式を発展させた。

第5に，特免私会社（exemptedprivate companies) 

に対する定義をイギリス法に比べて大幅に簡素化した

（注18＼この結果イギリスでは1967年の改正法により廃止

されたにもかかわらず，今日でも比較的有効に利用され

ている。

以上の他，オーストラリア特有の無責任会社（no

liability company）の規定などイギリス会社法に存在し

ない規定を有しており，また政府の調査権などについて

公共の利益という立場からの強化がなされている。

さて統一会社法の立法手続は，先にみたとおり，モデ

ル草案が作成され，各州議会（連邦直轄地については連

邦議会〕がその立法権にもとづいて草案に沿ったかたち

での立法を行なうのであり，制定される法律はあくまで

州法（および連邦直轄地にのみ適用される連邦法）であ

る。このような統一法については二つの問題が生じる。

第1は，制定された法律の相違を一応おくとしても，この

法律に対する改正権は当該議会に属するのであり，将来

各州が個々に改正を行なうことにより，統一法が再び多

様化する可能性がある。もちろん統一会社法の制定にお

いて大きな役割を果たした連邦および州の法務長官会議

が常設のものとされ，将来の統ーして改正を検討するこ

とが予定された（注19）。さらに1967年にはこの常設委員会

の下にエッグルストン（Eggleston）を長とする諮問委員会

が設けられ，一連の改革案を勧告している償却）。しかし，

これらの改革案を採用するか否かは，州議会の独自の判
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断に委ねられており，統一を維持するための制度的な保

証は存夜していなかった。この結果， 1960年代末には，各

州の会社法はかなり多様化したものとなっている償却。

第2の問題は，この統一法の運用に関して統一的な規

制機闘が存在しないということである。各州は独自の監

督機関を有しており，このことは統一法の具体的な運用

のレベルで州による差異が生ずる可能性があり，また現

実にも生じていた。さらにこの監督機関は，州内で設立

されたまたは活動する会社のみを対象として規制を行な

う結果，問題を全国規模で把握することが困難であっ

た。このような統一した会社行政機関の不備の弊害は，

1960年代末の「鉱業ブームJの過程で露呈され， 1970年

代のオーストラリア会社規制の焦点となるのである。

（注 1) Ford, H. A. J., Principles of Company 

Law, Sydney etc., Bu口erworth,1974, p. 15. 

〈注2) これについては， E・A・ベーム著，谷内逮

訳『オーλ トラリアの経済発展』アジア経済研究所

1974年 157～196ベーン所収の「第 7章制度上の発展」

による。なお連邦制度と経済発展の問題については，

Davies, A. J.，“Australian Federalism and National 

Development，” Australian Journal of Politics and 

History, Vol. 14 (1968), pp. 37-51. 

（注 3) G. N. P.の産業別構成では藤牧業が1900/

01～38/39年間はトップであり， 1948/49年以降は工業

がトップである。1948／必年以降農牧業の占める比率は

激減している（1948/49年21.3%→1967/68年8.5%）。へ

ーム 前掲書 10～11ベージ。輸出構成では，戦前，戦

後を通じて第 1次生産物が大半を占めているが， 50年

代央から農牧・酪重量業の比率が漸減 L, これに対して

鉱工業の比率が瀬婚してきている。ベーム 前掲書

68～69ページ。なれ，オーストラリアの長期的な産業

別の発展0）経緯につし、ては森健「オーストラリアの経

済成長J｛琴野孝編『オーストラリアの経済の形成の過

程』アジア経済研究所 1973年） 313～349ベージ。

〈注 4) 企業の資本規模については不明であるが，

製造事業所のうち 100人を超えて雇別し亡いる事業所

の比本は1931年では40%であり（1965／州年では52.7

%〉，これらの事業所の平均雇用人数は 1906年で207

人 (1965/66年では326人）であるという指摘がある。

Forster, Colin, ed., ,1ustralian Econοmic Develop-

ment in the Twentieth Century, London, George 

Allen & Unwin 1970, p. 141. 

〈注5) これについても推測の域を出なし、。ただオ
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ーストラリアの経済発展について外国資本への依存度

の高かったことはよく指摘されることである。ベーム

前掲書 107～112ベージおよび琴野孝「工業化開始期

における社会経済的諸条件とオーストラリア工業の構

造的特質」〔琴野編『オーストラリアの…・田・』） 30～34 

ベージ。なお Connellが分類したオーストラリアの

50巨大企業のうちその社名から判断する限り，大半

が外国系ま去はその子会社として創設されている。

Connell, R. W., Roling Class, Ruling Culture: 

Studies Conflict, Power and Hegemony iπ Aust-

ralian Life, Cambridge, Cambridge University 

Pr官ss,1977, p. 67. さらにオーストラリアの代表的

な企業である B.H.P. もその創設期にはイギりス人

株主の方が多かったこと， 30年代後半にいたって初め

て外部資金に依拠したことが指摘されている石匂信治

「オーストラりア鉄鋼業の確立過程J （琴野編『オー

ストラリアの……』） 159-161ページ。

（注 6) Bolton, Geoffrey,“Au~tralia since 19B9，” 

ed . .T. Griffin Essays in Economic History of 

Australia, 2nd. (Grows Nest etcふJacarandaPre四，

1970, pp. 287-288. ベーム 前掲書 127ベージ。琴

野孝「第2次大戦後におけるオーストラリアの工業

化」 （琴野編『現代オーストラリア経済の研究』アジ

ア経済研究所 1974年） 2ベージ。

（注 7) 戦後の連邦制の問題については， Davies,

op. cit., pp. 43 supla. 

（注8) 森健『オーストラリアの貿易と閑際収支』

アジア経済研究所 1969年 26～27ベージ。

（注 9) Leach, Richard H., ＇‘The Uniform Law 

Movement in Australia，＇’ American Journal of 

Co畑 p，叫rativeLa日， Vol.12 (1963), pp. 206-223.以

下の統一法制定手続については，その事実経過に関す

る限りこの論文ーによる（著者の統一法についての評価

は非常Ii'.'.楽観的であるように思われる〉。なおこの論文

の翻訳・紹介については，i良川正巳「オーストラリアに

おける統一法典化運動」（『法学研究〔愛知学院大〕』第19

巻第 2号 1966年） 115～1:38ベージがある。また会社

法の法典化の問題については，栗山徳子「オーストラ

リア・カナダにおける会社法統一運動」（『立正法学』

第2巻第2号 1968年） 79～10③ベージがある。

Ci主10) 吋時割賦販売会主1:.0）併用膨脹がインブレに

影響を及ぼしていたことが抑摘されている。 Bolton,

op. cit., p. :305. この期の金融上の問題については，

Hogan, W. P.，“The Banking System and the Fi-
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（出所〉 Connell, Ruling Class, Ruling Culture, 

.. p. 82, Tableより引用。

オーストラリアの鉱業は， 1950年代より多くの新鉱区

の発見に上り念、速に発展した（注1）。とくに60年代央か「》

ニッケノレ，ウランの有望な鉱区発見のニュースが続き，

この結果60年代末にはいわゆる「鉱業ブームJ{Mining 

Boom）として爆発した（柱2)0 このブームは，オースト

ラリア史上画期的なものといわれ，主要証券取引所の取

引高は5年間で7倍にもはね上がり（注3），ブームの目で

あった非鉄金属の株価指数は， 4年のうちに5倍も上昇

しいた（別表）。 1968年の上昇期において田万人が証券取

引に参加し， 69年の最盛期にはとれを凌鴛したととは

疑いないといわれている位4）。このように大量の大衆

投資家が動員されたといろことにおいても画期的であっ

た。しかし当時は証券取引については，会社法の規制の

ほかは王手ら証券取引所の自治規制に委ねられていた。ブ

ームの過程でこの方式の欠陥が露呈され， 1970年4月，

上院は，調査委員会（SenateSelect Committee on 

Securities Exchange) （委員長の名をとり通称ラエ［Rae〕

委員会）を設置したe この委員会への付議事項は，「連邦

J単独でまたは州と共同して証券取引委員会（Securities

anrl Exchange Comission）の設置が望ましいかまた可能

であるか，ならびにこの委員会が価格操作，内部者取引

および公開会社の株式その他の証券について生じたもし

くは生じうるその他の不正または不訟な憤行に対して迅

速かつ有効に行動しうるのに必要な後能および権限にっ

し、て調査・報告し，さらにオーストラリア憲法上の立法

権の分割を考慮して公衆および国家利益の最大限の保護

をり能ならしめるようなk述の立法・行政上の措憶につ
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nacial Intermediaries，” Australian Quarterly (Dec. 

1958), pp. 18-29. および Runcie,Neil，“Hire Pur-

chase Institution，＇’ in Studies in Capital Market, 

ed, R. R. Hirst & R. H. Wallace, Melbourn 

etc、， F.W. Cheshire, 1965, pp. 130-185参照。

（注11) この施行年月 11は，連邦1／｛車'it也，ニュー・

サウス・ウェーノレズ， クイーンスランド・ヴィタトリ

プが1962年7月1日，同オーストラリアでは同年10月

5 El, タズ？ニアでは1963ffl月1U, 向ーオ』ストラ

りアでは，同年7月1日である。なおこの法律は1965

年マレーシア会社法， 67年シンガポーノレ会社mに：んき

な彰響を与えている。

（注12) 酒巻俊雄「オーストラりアの会社法」（『凶

際尚事法務』 No. 94-114），三崎邦彦｜ーオーストラリ

アワ会社法」 （谷HI久編『アジア諸国の会社法』アジ

ア経消研究所 1972年〕， f氏出信之「オーストヲリア

の会社法」（犬il州問題研究会『大洋州ii'.J,）；年鑑 197fi

"fc心。なれ酒巻教授は夜I±'オーストラリア， イギ IJ

ス，カナダを中心lこ「：英連邦；；1¥1司の会社説；iを『凶際

l何事法務』誌、上IC]l;載されてし、る。

〈注13) s. 20 and sch. 3 of Uniform Companies 

Acts (UCA). 

（ね；14) s. 5わよぴ s.38 of UCA. 

〔注15) ss. 76--89 of UCAおよび ss.:n3-334 of 

UCA. なおFord,op. cit., pp. 272-281参照。

（汁：16) s. 124 of UCA この問題k.，ついては， m
JlllEE「オーストラりアにおける取締役の；j,IJ定法上の

誠実・勤勉義務j (ll'法学研究〔愛知学院大〕』〕第12巻

主H-21り 1974年〉 79～10aベージ参照。

（注17) s. 184 and sch. 10 of UCil. 

（注18) s. 14. of UCA. 

（注19) Standing Committee of Attorne General. 

(i120) Company Law Advisory Committee. 

1972年まで 7 （中苅）報告書で出されているが，その

;;g 1次報告書では，統一会社規制機関口）設立を提事長し

ている。 2次報告書以降は，大株式保有の開示，テイ

ノ・オーパー，調査権限，内部者情報，オプション，

取締役の情報［JN;j；，資本の調L乞株式花氏勧誘，物J・.

jljほの笠記を扱 J》ている。

（注21) ill村明「オーストラリアの最近の会社法の

改正」（『ジュリスト』 No. 510 1972斗：7月15日）105 

～110ベージ。タスマニア升IU）会社法は統一法の制定

後ほとんど改正されていないことが指摘されている。

The Financial Times, 18 Sept., 1978. 
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いて一般的に勧告すること｜（注5）であった。委員会は， 行なうほど，その成否には関係なく，同社から多額のブロ

1974年末まで，多くの証人および証拠を調査し同年上 ーカ一手数料を取得することができたとと，および自己

院に対して膨大な報告書役6）を提出した。 の顧客に ACLの株式購入を勧めることにより株価操作

本節では，以下この報告書で明らかにされた事例のい を行なってきたととは，会社の利益のために行為する取

くつかを紹介し，その勧特について検討する（住7）。 締役の義務とブローヵーおよび投資顧問業との利害の背

1. ポセイドン・ブーム（PoseidonBoom）＇.注 8) 反（conflict of interest）の問題を生ぜしめた。｝｝ljの会

アデレード証券取引所の上場会社であるポセイドン 社についてもほぼ同ーのことがいえるが，この場合会社

無責任会社（N.し）の株価は，同会社がニッケル鉱を の資産が株主の承認なく商会の投機取引に流用されたこ

発見したというニュースにより急騰し， 1969年4月から とが指摘されている。いずれも，証券業者が；その知識

70年2月までの10カ月間で0.6ドル（オーストラリア・ド を利用して，傘下の公開会社により大衆から調達された

ノレ，以下同じ）から235ドルと400倍近く上昇した。問題 資金を自己の投機的取引に費消してしまった典型的な事

となったのは，鉱脈の発見から証券取引所へのその腎の 例である。

報告にいたる問の取締役その他関係者による株式購入す 3. 株式会寡の問題（注m

なわち内部者取引（insidertradin呪）似 9）であった。この 報告書は，とれに関していくつかの事例を検討Lてい

内部者取引には鉱区の存する商オーストラリアのパース るが，ここでは「オーストラリアン・コンソリデ｝テッ

証券取引所の会長も関係しており，しかも附取引所およ ド・ミネラル社I(Australian Consolidated Miner祖IN.

ぴj：上場取引所（HomeExchange）であるアデレート証 L.）の事例を紹介する。

券取引所さらに関連2州の会社向も何ら規制措置をとら 同社も，ポセイドン・ブームの最中の196θ年10月に同

なかったことが，向社のII－：！株主の告発により明るみにtll じくニッケル開発を目的として設立された。同月末3却

された。このポセイドン・ブームは，鉱業ブームのII火 ]Jドル（オプション付20セント株， 1初0万株）の当時とし

をきったものであるが，そこでは，証券取引所の会長が ては最大規模の資本を発行した。このうち公募部分は，

内部者取引に関与するという無定見さと証券取引所およ 1000万株強であった。第1の問題は，そのうち270万株は

び州会社向という既存の規制機関の非力さが暴蕗され， 「取締役および発起入jに割当てられるものとされたが，

この事件がラエ委員会設i置の動機となったのである。 その内容は目論見書中には開示されなかった点である。

2. ジョン・ T・マーチン商会事件(IUO) 少な〈ともうち80万株については現物出資であり目論見

メルボルンを本拠とし，主としてシドニー証券取引所 芹中に開示を害要求された車工貨であった。第2に公募部分

で活動している証券ブローカーであるJri］商会は，］971年 は，証券業者lとより引受け（underwrite）られ，さらにとれ

4 JJに多額の負依を残して倒産した。その主閃は，空売 はいくつかの証券業者により下引受けされたが，これら

り（shortsellin席）の失敗によるものとされており，これ の証券業者は当該株式の少なくとも26%を自己の関辿会

に関係して，ブローカー業どディーラー業務の米分離，会 主i：の手JCfと残していた。との目的は当時人気のあったこ

；：十I帳簿の不備や従業員取引の問題など様ざ支な問題が例 の株の供給食を制限し，上場後価格操作を行なぺでこの

らかにされた。もう一つの問題は，ブームの絞iゃにlh'li尚 株価をさらに釣り上げた後に処分することであったとい

会が発起し 7)• ＇.）経飲していた 2公開会社に関するもので われるο 事実この株価は急lk奔し鋭期聞のうちに発行価

あった。その一つ「オーストヲリア・コンチネンタル・ 格の11倍にもはね上った。この過程で約320万株の下131

リソージ fズ有限会社」（／＼CL）は， 19刊年4Jl iとシドニ 受を行な叶たパトリック・パートナー（PatrickPartner) 

一証券取引所に上場され， 600万ドルの資本を公募した。 は，その63%を関連会社に分売し上場後株価を巧みに

ACLは，その目論見書に l主として試制を終わ J 》た地j或 釣りヒげて＇ 6カ月間で 1叩万ドルの利義をi計上したこ

に集中している生産業－－」「すでに初期の開発を終えて とが報告されてU、る。とのことは会社のために誠実に資

いる計凶｜にHt1i"Jすることを闘がJとL, 「絡世｛；~市は高度 本を調達ナペき引受人および下り｜受人止しての義務（公

に危険な計jilij＇こ投資する質問金有しなし、 JとLながら， 募後の株価の上昇はir:l：接には会社に何の利益ももたらさ

実際には鉱山投機に終始して大幅な煩失を蕊•＂）た。これ す七適正ーな価格で株式を公募するためにかれらには手数

は当然会社法lニのu論見書不実i載に該当～ずる（江11)0 会 料が払われているのである〉と株式の取引により利益を

らにマーチン等は， ACLがi散しし、投機取引を行なえば うるブ口一カーおよびディラーとしての利害の背反が問

ララ
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題となり，委員会は，アメヲカの制度を紹介し，その改

革を主張している。

4. 私募（privateissue）の問題点（注13)

株式の私募は，本来は株式を公開していない私会社が

内々での資本の調達を行なうものであって，それゆえ公

募のように投資家保護の観点から目論見書の発行という

滋憾な手続を要しないものとされている。しかし公開会

社も，函倒な手続の回避およびコストの低さからこの方

法による資本の調達を行なうことは多い。ここではこれ

らの公開会社の私募の濫用のケースが紹介されている。

上場会社については，この方法により秘密裡に株式が大

量に発行されたときには市場の需給が混乱し，株価の形

式に不当な影響を与えるので，証券取引所規則では，

「会社の発行済株式の一切の変動とその明細に関する情

報Jを取引所に通知することを義務づけているが，示され

た事例はいずれもこれに違反していた。つまり会社は，

鉱脈の発見等の噂を流して株イ而が上昇しているときに，

これを取引所に通知することなく証券業者に対して私募

割当を行ない，業者は，この事実を隠してオ…ストラリ

アやイギリスの市場を通じて売り t,)IJいていた（この過程

で誌券業者は自己が割当てられた株式であるにもかかわ

らずその売買の手数料を会社から得ていた事例が指摘さ

れている）。これにより会社は，大量の株式公募による

株価の下落を紡ぎながら，大量の（ある会社は200万ド

ノレもの）資金を大衆から吸い上げていたのである。同様

の事件では，会社や実質的子会社の株式が当時の株価

より50%も｛ぬい価格で取締役や証券ジャーナリストに対

して私募された事例が紹介されている。このような不当

な私募の濫用に対して証券取引所が何ら有効な措置をと

Pえなかった事実とともに，私募に関する法的規制の不

備が指摘されている。

5. Minsec事件（注14)

「マイニング・セキュリティズ・オーストラリア」（Min・

sec）は， 1965年株式取引および投資を目的として設立さ

れた。当初その資本は17万わレにすぎず，その経営も設

立者の一員である鉱山投資顧問業者であるマクマーン社

(MacMahon & Partners Pty Ltd.）により一切委ねられ

るというペーバー・カンパニーにすぎなかった。しかし

この会社は鉱業フ’ームの波に乗り，急速に膨脹し， 1970

年末には多くの企業を余下に収め，その総資窪は 1億ド

Jレを超えるといわれる新興企業に成長した。またこの期

間の利益は2万ドル強から15削万ドルに念と外してい

る。この会社が， 1971年1月楽観的な見通しを証券取引

ラ6

所および当時活動中であったラエ委員会に表明した直

後， 2月3日に突如として株式上場を停止し，倒産した

のである。この理由は，ブームの下降期に積極的経営を

行なった結呆資金繰りに失敗したと指摘されているが，

委員会の調査の過程でさまざまな問題点が露呈された。

第1にこの会社は，上場後も役員のほかは独自のスタ

ッフを有することなく，経営はすべてマク 7 ーン社に委

ねられるという変則的な存在であった。第2に70年6月

決算では赤字であったにもかかわらず紛飾により利益を

計上していた。第3に70年後半大鉱業会社の株式に対し

て猛烈なテイク・オーバーをかけるが，この過程で同会

社の内部情報を積極的に利用していた。第4にテイク・

オーバーには株式交換方法が採られていたが自己株の価

格維持のために傘下のミューチュアル・ファンドにこれ

を買取らせ，さらに利益を過大に見積るべく持株を，第

3者を通して（これにより連絡財務諸表にはあらわれな

い）傘下の投資会社に売却して利益を計上していた。第

5にこの期間の資金不足を補なうために会社間信用を通

して膨大な資金を導入したが，この資金の多くはブロー

カ一等をとおして傘下の子会社から融通されたもので

あった。この資金の融通の失敗が同社の命取りになった

と指摘されている。

この会社は，その後に生じたパトリック社の倒産（注目）

とともに，ポセイドン・ブームに始まった鉱業ブームの

終震を物語る象徴的な事件であるがその規模の大きさか

らみてオーストラリアの経済界に与えた衝撃は大きく，

当時のゴ一トン首相は，その後の信用不安を懸念して関

係者を招集し対策を協議した結果，主要銀行は，連鎖倒

産防止のため3500万ドルにのぼるスタンド・パイ・クレ

ジットの供与を声明するほどであった。

またこの会社の清算手続において傘下の多くのオース

トラリア鉱山株が外国人に手に渡ることになった。とく

に71～72年のリセッション期にほとんどの上場会社の株

価はその資産価額以下を低迷し，この期を狙って外資に

よるテイク・オーバーが活発化した（注16）。このような動

きはオーストラリア人のナショナリズムを刺激し，各州

はテイク・オーバーの規制を強化した（注17）。また連邦の

側でも， 1971年11月「会社（外国テイク・オーバー）法」

(Comp岨 ies〔ForeignTake Over〕Act）を制定し，こ

の規制を強化している。

他方この期間を通じて国内においてはさらに経済カの

集中が進んだことが推測される（注問。



1978120059.TIF

さで，このように報告書はブーム下におけるあまざま

な悪弊を摘出・検討し，これまで証券規制の中心機関と

考えられた証券取引所は，証券業者の代表機関という性

格から大衆投資家の保護という機能を果たすことができ

なかったとして，取引所および託券業者に対する公的監

督の強化を主張する（注19）。もっともこれについては，す

でに1970年からいくつかの州が証券規制を開始している

が，このような州機関の猿轡に関しでも，（1）各州の立法

の統一性の欠如および，（2）たとえ統一立法がなされたと

しても行政のレベルでの多様化が生じることを指摘す

る。すなわち今回のブームはすでに資本市場が全国レベ

ルで存在していることを示しており，これに対応できる

のは全国レベルでの法の統一と単一の監督機関だけであ

ると主張するのである。この全国レベルの統一的な監替

機関の必要性は，すでに工、ソグルストン委員会の勧告す

るところであったが，問委員会の勧告内容は連邦と州、｜と

の協力による機関であった。委員会は，これに対して（1)

この構想は憲法第51条第20号の連邦の権限を広く認めた

ロクラ判決以前のものであり，現在は憲法上の制限を考

慮する必要はない，（2）連邦・外｜間協力は意見の不一致の

ある場合に解決が困難である，（3）証券規制については強

力な圧力団体があり，これに対処しうるのは連邦だけで

ある，（4）外国企業による証券＊場の濫用に対しては連邦

の規制が有効であるなどの理由から，連邦による単独の

規制機関の創設を主張する。この機関は，うえの（3), (4) 

とも関係して，連邦政府の部局であってはならず，アメ

リカの誌券取引委員会のごとく，独立した委員会（statu-

tory commission）でなければならず，委員会は，これ

を「オーストラリア証券委員会」（AustralianSecurities 

Commission）と名づけている（注20）。

以上が膨大な報告需の非常に組い概容であるが，この

報告書の基調にあるものは，その付議事項からも読みと

られるように，鉱業ブームをアメリカの大恐慌前のブー

ムと考え，恐慌後に成立したアメリカの証券規制を大幅

にとり入れようとする姿勢であった。もっともこのブー

ムは，鉱業という特殊の分野に生じたものであり，報告

書が検討した事例もすべてこの産業に従事する企業に関

するもので，他の業種一一製造業や商業ーーについての

事清はまったくふれられていない笹山。また Minsecや

パトリック社という巨大企業も戦後急成長した会社であ

った。ここにオーストラリアの特殊事情をうかがうごと

ができるが，少なくともすでに全国レベルでの統ーした

規制機関の必要性については合意があったとみてよい

研究ノート

（注22）しかし，問題はこの機関をいかにして創設し，また

どのような内容のものとするかであった。

報告書の提出当時は，政権がかわり労働党が権力を掌

援していた。したがって次節では，この勧告に労働党政

権がどのような答えを出したのかを検討する。

（注 1) その鉱業資源の余輸出IC対して占める割合

は1953/54年の 6.5%から 1967/68年ICは15.6%に急増

している。ベーム 前掲書 68～69ベージ。

(/12) このブームの社会的影響と見通しについて

は， ドナノレドホーン著，竹下美保子訳『オーストラリ

アの解剖』＋イマル出版 1972年 41ベージ以下。た

だしこれはプームの終鴬前の話である。

（注 3〕 RaeReport, Vol. I-3, p. 1. 

( It 4〕 Connell,op. cit., p. 89. 

( it 5 ) Rae Roport, Vol. I, p. v. 

（注6〕 この報告書は筆者の入手した限りでは第1

巻が報公書（Report），第2巻が資料（documen臼），第3

巻が報告書の補充と法律意見とからなっている。正式

タイトノレは， TheParliament of the Commonwealth 

of Australia, Austγalian Securities Markets and 

their Regulation、Paγt1 Re伊 γtfrom the Senate 

Select Committee o托 Secuγitiesand Exch邸宅e,3 

vols, Canberra, Australian Government Publishing 

Service, 1974 and 1975. である（本稿では単 IC

Rae Reportとして引用する〉。なおこれについては，

Ba:xt教授による詳しい紹介と批判がある。 Baxt,Ro・

bert, The Rae Rφort: Quo V adis? Melbourne, 

Butterworth, 1974.その他 Ball,Harold R，“The 

Securities Market : National Control or Self Regula-

tion，”； Sawer, Geo任rey，“Australian Securities 

Markets and their Regulation" Econo畑 icRecord 

(Sept. 1975), pp. 372-378, 379-380に掲載されている。

(tt 7) 報告書では12章iζわけて各事例を詳細に検

討している。ここではそのうち重要と考えられる事例

のポイントだけを紹介するにすぎない。

（注 8) Rae Reρort, Vol. 1-2, pp. 1-118. 

（注9) 統一会社法は，すでにその 124条（2）項にお

いて，会社の役員に関する限り内部者取引については

規定をおいていた。なお Company Law Advisory 

Comittee, Fourth Interim Report, Canberra, 

Commonwealth Government Printing Office, 1970参

照のこと。

（注10) Rae Report, Vol. 1-4, pp. 1-71. 

(/Ul) ss.46 and 47 of UCA 

ラ7



Ⅳ　労働党による２法案

1978120060.TIF

研究ノート由＿..＿＿.司

（出12) Rae Rep川・t,Vol. I-11, pp. 1 81. 

〔f:l:1:1) Rae ReJうart,Vol. 1-10, pp. 1-121なおこ

の私募および前，ii＼の公募の法的規則の問題点につい

ては， CompanyLaw Advisory Committe巴， Fij泌

Interi惜 Re，拘 γt(On the Control of Fund Raising, 

Share Capital and Debentuγ・es), Canberra, Common-

wealth Government Printing O伍ce,197Uc詳しし、。

（注14〕 Rae Report, Vol. I-14, pp. 1-148. なお

この事件については， Connellop. cit., pp. 76-ilO IC 

報告書？とは別の角度から検討ぎれている。

〈注15) Rae Report, Vol. III, pp. 1-121. 

(rl:16) Connell, op. cit., pp. 92-94.全 t場会打ーの

64%が資産価額以下となったという。

(i'tl7) Ibid., pp. 95-99. JI［村前掲論文。

（注18) Connellは， この期間オーストラリア企業

開刀テイタ・オーバー活動も激しかったと指携してい

る。 Ibi<l.,pp. 94→95. 

〔注19) Ibid., p. 95; Rae Reρort, Vol. I-15, pp. 

1-31. 

( 11-.20〕 その内特については， R，町田 Report,Vol. 

1-16, pp. 1-17. 

(11.21) このような指摘については， Bell,op. 

口t.,pp. 373-375, 378参照。

( ii 22〕 ートトン政係下にわL、て述 JI＼への権JJの集

小のi傾1！，］が強まり，また，Hi際で活動している大企業の

'm1Jでも）Iiiと上る不統一・IJ規制／（ t,t Lて寸、（更を感じてL、

たことがmt商さオlてし、る。 Connell,op.ιit., pp. 102→ 

110 ,C くに p.106. 

班労働党による 2法案

1972年，ラエ委員会の調査が進行中に，ホイットラム

を首班とする労働党政格が， 20数年ぶりに連邦政府を担

当するにいたった。

この政権は，都市再開発や教育問題について州政府を

リードし，この過程で連邦の経済，社会政策に対する影

響力はますます強化されたといわれる（注1）。

この労働党政権の特色は，会社法および証券規制につ

いても例外ではなく，政府は，ラエ委員会の調査が最終段

階にあった1974年に，その勧告の線に沿った「法人・1註券

業法案J(Cori切rationand Securi1加 IndustryBill) 

を議会に上程し，さらに1975年には， 「連邦会社法案」

(National Companies Bill）を上程した。

ラ8

隔世雨量E場調白昼－唱

1. 法人・証券業法案

この法案の骨子は，その立法趣旨説明によると，以下

の12点である（注2）。

(1）連邦により法人証券委員会（Corporationar.,.<l 

Exchange Commission）が設置されること

(2) 公開法人（publiccorporation）の法人証券委員会

への登記およびこれらの法人の基本情報および定期

書類の問委員会への提出

(3) 証券取引所の委員会への登記ならびにその規則キ

よび活動に対する監督

(4) 委員会によるデ、ィーラー，投資顧問業等に対する

免許制の採用とかれらの望ましくない利害の背反の

防止とその開示および計算書の備霞・監督等に関す

る監督

(5) 証券ジャーナリストによる取引帳簿の備置義務の

賦課

(6) 証券取引における内部者取引，市場操作および金

銭投資の詐欺的誘引等に関する犯罪の法定

(7) 登記法人の計算書，監査および報告事項および監

査人の登録義務

(8) 目論見書および社債のような大衆からの資金の調

達の規制

(9) ユニット・トラスト等の規制

(10）投資法人（InvestmentCorporation）の規制

(11) 設記法人の実質的株式保有の規制

(12）登記法人のテイク・オーバーの規制

この法案の作成にあたっては，ラエ委員会の勧告の

他，アメリカ，イギリスの立法例および1970年代から制

定されはじめた州証券業法，ならびにエック勺レストン委

員会および1970年になされたルイス・ロス（LuisLoss) 

教授の勧告（注3）等が参照された。

法案は，全284条8付則からなっている。この内容

は，だいたい四つの部分からなっていると考えてよい

（注4）。

第 1は，証券取引所，証券業・証券取引および証券市

場に関する部分であり，これは，いくつかの州の証券業

法のほぼ全文をさらに規制を強化して再録したものと考

えてよい（注5）。したがって，狭義の証券規制に関する限

り，各州lの証券業法はその存在意義を失U、，この法案の

発効とともに効力を失う運命にあったといえる。

第2の部分は，資本の公募の而での規制であり，第1

のものがどららかといえば、流通市場における規制とすれ

ば，この規制は発行市場の面での規制といえる（注6｝。こ
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れらの規制はこれまで会祉法上取敏われていたが，法案

では，談記法人という概念を導入し，これらの法人の株

式・社債等の省価証券の発行につしγζ‘エッグルメトン

委員会の勧告をとり入れながら大幅に強化するととも

に，ユニット・トラストおよび投資会社に対して全［［尚

な規制を規定している。したがって公開会社その他が大

衆から資金を務達するととは，従来の州会技法の規制か

ら連邦規制に移されることが予定されていた。

第3，第4の部分は，との法案のれっとも重要な点で

ある。との第3は「法人証券委員会」（Corporationand 

Exchange Commission）の設置である（注1）。との委員会

はラエ委員会の勧告する「オーストラリア証券委員会J

の檎怒をほぼそのまま採用したものといえるα

委員会は，総将が有識者中から任命する日人の委員

（委員長を合む）により構成される政府から ・1t程度独

立した機関であり，法務長官といえども委は会に一対して

は一般政策について指ポ権を有するのみであり，個別事

例には介入できない。さらに法案は，；委員の資絡事l_i{'j:,

解任事由，財務上の利害関係の｜封J71ミ義務等の一委員会の活

動の独立性および公正さ在確保するための諸規定合設け

ている。また委員会は，独自のス夕、ソブを有することが

予定されており，その広汎な権限とともにアメリカのぷ

券取引委員会を凝しているといえる。

この委員会の権限は，法案に定める許認可のすべてに

1k.ぶ。したがって，証券取引所：，必券業J背の免評等の州

証券業i公上の規制は，法律l雨だけでなく，行政財につし、

でもiili郊に委ねられ，また証券の公募而での規制および

主主記法人の会計情報，チイク・オーバーなどについても

この委員会の権限とされる。さらに委社会は，権限内の

事項につU、て誇号室権を有するとともに4 定事項について

規則制定権を有する。

第4の部分は，登記法人（registeredcorporation）に

閉するものである（注8）。この定義は，滋法上の疑義を避

けるために訟な深くドラフ卜されているが，おおまかに

いって，これまで公開会社とされた法人およびその支舵

会社は法人証券委員会に登記されなければならないもの

とされ，このように登記された法人を意味する。

法案は，これらの設立¥3法人に関して会計士見定を全面的

に詳しく規定している，ナなわち鍋益計算；r;，，貸借対fl/J

3を，取締役報告書および年次報告書t(annual return）当事

について，イギリスの73年会社法案などを採り入れ，開

示要件を従来に比べて~しく強化した詳しい規定告と設け

ている。また筆記法人は，とれらの計算設類および新しく
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t役けられた「p月半期報告審」（Quartery Report）を法

人証券委員会および上場証券取引所に届出ることが義務

づけられている。このような情報開示の制度的な保証と

もヤえる会計監査人制度にも改革が加えられ，会計監査

人は委員会に霊長録され，その監督に服するものとされ

た。またもう一方の要である計算書類の記載事項につい

てもその付則等で詳しく規定されている他，委員会は，

その作成のための会計原則jについて規則制定権を有する

ものとされた。

枝記法人は，以上の企業情報の開示のほか先に述べた

ように資金の大衆からの調達についてもこの法案および

法人証券委員会の監督に服するわけであるから，公開会

社の重要な側面のほとんどが，従来の州レベルの規制lか
ら連邦レベルの規制に移されることになる。

このように，証券取引所，証券業および証券取引，資

金の大衆からの調達ならびに上場会社の重要件である公開

会社の会計情報の開示については，法人証券委員会が全

尚的な監替権を与えられるという方式は，アメリカの連

邦託券規制を大幅に採用したものといえる。もっともこ

の憲法上の授権規定は，主として第51条2M手の法人権限

であるの連邦は，ロクラ判決により法人の外部的取引に

ついては規制権限を認められるという前提にたち，この

外部的取引の概念をl可能な限り拡大し，会社が一般投資

家から資本を調達ナる行為も含むと理解したのである。

2. 連邦会社法議

1975年，法人・証券業法が議会で審議中，政府は，連

邦による包括的会社法案である「連邦会社法案」を議会

に上総した。この法案は1o.590条9f、！則の完全な主主味で

の会社法案であった（注9）。その詳しい検討はここではな

すととができないが， 70年から各外｜で進行していた会社

法改正，エッグルストン委員会の成果，ラエ報告警の他

1973年イギリス会社法改正案，カナダにおける1973年事

業法人法など当時の撲絵系会社法の最新の動向を積極的

にとり入れた斬新なものであったというととができる

位 10）。たどえば会社の設立に際して 1人の著名人で足り

るとして l人会社を認めている（注11）。また会社の権能に

ついて臼的内の工事項については自然人と同一の権能を有

することを明示し，また従業員等に対する経済援助は当

然にその権限内にあるものとされた（注12）。一方会社の取

引相手は会社の表見役員等について撤定が認められその

取引行為は保護される（詑1旬。またイギリス訟の伝統であ

引た基本定款・付／，!1!.):i：款はその歴史的意味を失ったと

して，唯一の定款（rules）にかえられている（注14）。さ

ラ9
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らに取締役は自然人にかぎられ，しかも18歳以上という

年齢制限が付せられている｛注問。これとともに取締役の

誠実義務は「最大の誠意をもって」（themost u加 ostgood

faith），注意義務規準は「注意深い人」（prudentperson）と

大幅にかえられ，従来の判例上の限界を乗り超えようと

している償問。またその従業員・社会および環境に対す

る社会的責任が明示される（注1わ一方，一定事項について

総会の監督に服するものとした。さらにイギリス法上そ

の適用に問題があった代表訴訟（derivativeaction）につ

いても明示の規定がおかれ，株主のみならず社債権者も

この権利を有するとされた催問。

しかし，この法案の最大の問題は，持｜規制との関係で

あり，また連邦がはたしてこのような包括的立法権を有

するのかということである。もちろん法案は，この問題

について一定の考慮を払っている。その正式なタイトル

は， 「オーストラリア内で設立された取引および金融法

人，外国法人ならびにその他の一定の法人に関する法律

のための法案」と名付けられている。またその対象会社

も，（1）設立目的が取引・金融法人たるべき会社，（2）銀行・

保険会社，（3）主として連邦直轄地内で事業を行なうこと

を呂的とする会社，（41その事業目的が外国とまたは州際

での取引または通商である会社，（5）上記の会社の関連会

社に限定してし、る（注19）。

このような限定は，取引および通商の概念を広義に解

する傾向を考えれば，すべての営利会社を含むのであり，

この意味で連邦政府は，会社法および会社の規制の全権

限を連邦に集中することを怠関していたということがで

きる。

このような会社は，この法律にもとづいてのみ登記さ

れ（注m，設立されうるのであり，また連邦法人とされ，

これまでの「州法人jとは異なり連邦の金領域で自由に

活動することができる。さらにこれらの会社に対する登

記を含む一切の監督権限を有するのは，法人・証券業法

案の監替機関である法人証券委員会なのである（注21）。し

たがって州に残された法人権限は，単に保証有限会社な

どの非営利会社に限られるということになろう。

労働党政祷によるこの2法案は，法人・証券法案にお

いて憲法上の法人権限を企業の外部的取引活動を拡張

し，さらに会社法案においてこれまでほぼ確定的に権限

外とされていた内部経営の問題にまで突き進み，憲法の

従来の解釈に大きく挑戦したといえる。

その構想は，会社法〈案）において一般営利会社を規

60 

市jし，法人・証券業法（案）により一般投資家の利益保

護という観点から公開会社，証券取引所および証券業者

を規制するというものであり（注22），前者を州，後者を連

邦の法域とするアメリカ裂の会社規制方式を大きく乗り

超えたものである。

しかし，このような構造は，憲法上の問題に加えて，

自由党および地方党の政治理念とも相入れない性質のも

のであった。このような連邦の動きに対して，ニュー・

サクス・クエールズ州等の野党政権は， 「州際協力

(inter-state cooperation）」という方式を模索していくの

である。

他方，この2法案は， 1975年来の政変によれ葬り去

られ，新連邦政権は，州際協力構想、の延長上に連邦規制

の方向を設定するのである。

〈注 1) 労働党政権の性格については，Connellop. 

cit., pp. 111-134および森健「経済政策にみる労働党

政権2年の評価」（『国際経済』 1975年1月） 30～35ベ

ージ参照のこと。

（注2) The Parliament of the Commonwealth 

of Australia, The Senate, Corporations and Secu・ 

rities IndustヮBill,1975. Expla珂atoηyMemoran・ 

dum, (Circulated by the Attorney-General, The 

Hon. K. E. Enderby. Q. C.) Canberra, pp. 2-3. 

（注3) Ro民 Luis,Proposal for Australian Com・ 

panies and Securities Legislation: Comments from 

the American Experience (Parliament Paper. No. 

190), Canberra, 1973.これはラ L 報告書および労働党

法案に大きな影響を与えたといわれる。

（注4〕 法案については， TheParliament of the 

Commonwealth of Australia, House of Represen併

tatives, Corporation and Securities Industry Bill, 

1976を参照した。これは労働党政権の崩壊後一議員に

より提出されたものであるが，内軍事は労働法案のもの

と同ーであるといわれる。以下 CSIBと引用する。

（注5）“PartIV Stock Markets and Stock Ex-

changes" (els. 52-65) and “Part V Dealing in Secu -

rities”（els. 66『 126)of CS/B. 

（注 6）“PartVI Disclosure by Corporations”（els. 

127-158），“Part VII Raising of Moneys from the 

Public Corporations”（els. 159-220),"Part VIII Invest-

Corporations”（els. 211-220),"Part IX Disclosure of 

Substantial Shareholdings (els. 221-229) and “Part 
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X Take-over”（cls. 230-262) of CSIH. 

（注 7）“PartII The Corporations and Exchange 

Commission" (cls. 19-44) of CSTβ 

（注8〕“ PartIII Registration of Corporations” 

(cls. 45-51) of CSIB. 

（注9〕 TheParliament of the Commonwealth 

of Australia, Natiοnal Compani出 Bill,1976. （こ

れについては本節（注 4）と同様以下 NCBとして引

用する）。

（注10) The Parliament of Australia, The House 

of Representatives, National Companies Bill, 1975 

Explanato1y i¥1emorandum (Circulated by the 

Attorney-General, The Hon. K. E. Ende地；Y,Q. 

C.), 1975. （以下 Expla.of NCBとして引用する〉，

pp. 3-4. 

〈注11) cl. 27(1) of NCBこれはガーナ法，カナダ

法をとり入れたものといわれる。 Expla.of NCB, 

pp. 18-19. 

（注目） cl. 32 of NCBこの目的のーっとして会社

が合併されたときにその剰余金を従業員に支払うこと

を能力外としたイギリスのParkv. Daily News Ltd. 

(1962), Ch. 927.に対処することを目的としている

Expla. of NCB, p. 21. 

（注目〕 cl. 34 of NCB. 

（注14) cl. 37-46 of NCB.ガーナ法およびカナダ

法を採用した。 Expla.of NCB., p. 23. 

(i:1:15) cl. 74 12) of NCB. 

〈注16) cl. 95(1) of NCB. 

（注17) cl. 91 of NCB. 

〈注18) els. 137 and 205 of NCB. 

〈法19) els. 22創id513 of NCB. 

（注20) cl. 24 of NCB. 

（注21）“Part II Administration”（els. 16-21) 

。fNCB. 

（注22) たとえば述邦会社法案の情報開示および会

計に関する第4章の規定およびテイク・オーパーに関

する規定は，法人・証券業法の適用をうける会社はす

なわち公開会社には適用されなL、。 cl.137 of NCB. 

V 州レベノレでの規制の強化と州際協力

鉱業ブーム中に明らかにされたさまざまな証券取引の

濫用の事例は各州にとっても省過できなヤものであっ

研究ノート， r ，ー

た。 1970年連邦によるラエ委員会の設置を機にとくに問

題の多かったニュー・サウス・ウエールズ，ヴィクトリ

ア，クイーンズランドおよび西オーストラリアの4州は，

証券規制の強化を開始する。この過程は，各州が単独で

その強化を行なった時期と， 1974年以降州際協定により

これらの共同歩調をとるにいたった時期とに区分でき

る。

1. 各舛｜による規制の強化

ブームが爆発してから突如として崩壊する1970年から

71年にかけてこの4州は，相次いで，証券市場を規制す

る目的で「証券業法」（SecuritiesIndustry Acts）を制定

した（注1）。この動きは，証券取引の規制という現実の必

聖書性とともに，当時のラエ委員会の設置の中に連邦規制

の方向を感じとり，それに対抗する意味もあったのでは

ないかと考えられる。当初4州は，＇.＋ I際協カをめざして

統一法の制定を模索したが失敗に終わった（注2）。その結

果， 41+1の証券業法は重要な点で相違があるといわれる

にしても，その構成はだいたい同じであり，三つの部分

からなっている（注3）。

第1は，証券取引所の監督である。それまで証券取引

所は任意の団体であり，その設立は自由とされており，

またその運用に対しても公けの監督はなされていなかっ

た。しかしこの法律は，証券取引所は主務大臣の認可が

なければ設立しえないものとしている。その認可要件と

して取引所は会員の廉潔性や上場要件などに関する規則

を有することが要求されている。

第2の部分は証券業者に対する免許制（licensing）の

実施である。この点についてもこれまで具体的な規制は

存しなかったが，各州法は，担当局から免許を得ない限

り法律にいう証券業に従事できないものと定め，その免

許条件を定めている，またこの免許をうけた業者は，州

規制機関に備置される名簿に記載され，さらに取引記録

等のI帳簿の備置が要求され，この機関はいつでもこれら

の帳簿を閲覧することができる。また業者の会計監査人

は，業者の監査中に財務上または書類上の不備を発見し

たときは主務大臣に対して報告しなければならない。信

託勘定（trustaccount）についての規制も強化されてい

る。これらのいずれもおそらく証券取引所の会員に対し

ては，取引所がその自治規制をもって監督してきた事項

である。法律は，その営業の社会的性格から一般投資家

を保護するという視点にたって，この分野にも大幅に介

入してきたのである。

第3の部分は，具体的な証券取引における濫用の規制
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である。これについては諸外lでかなりの相違があるが，

川偽装（品ction）による市場価格への影響，（2）証券に関す

る虚偽または誤解を生ぜしめる陳述による市場価格への

影響，（3）空売り（shortselling）の規制については全州が

共通しており，商オーストラリアを除く 3州ではこれに

加えて，同虚偽取引・市場，（5）市場操作（marketri開 ing)

が含まれている。これらはいずれもこれまで証券取引所

規則により規制され，また一定の場合にコモン・ロー上

の詐欺として翻せられるものであったが，法律は，これ

を制定法上の犯罪として，懲役を含む厳しい罰則を科し

ている。なお 4州とも内部者情報についての規制を強化

している。もっともニュー・サウス・ウエールズだけが，

他州が会社法中でこれを取扱っていたのに対して証券法

kにおいて規制を強化してu、る（注4）。

以七は，流通市場を中心とする狭義の証券取引であ

り，証券規制のもう一つの側面である発行市場お上ぴ上

場会社については何九規定をおいていない。しかし各州

は，ヱッグルストン委員会の勧符等を採用して会料法の

改正というかた%でこれをなしている制5¥

まず，第1に大株主が企業活動に対する大きな影響力

を有することを認め，実質的株式保有（substantialshare-

holding）という概念を設けて，これに該~する者に対

してその会社に対する利害関係の開示を義務づけている

（干上6）。第2に情報開示の要である会計事項についても大

幅な改正を行なdている（注7）。このがi：県取締役報告書の

開示事項は， 1 Vリスの67年改1EI布H葉大幅に拡充されて

いる。さらに層主流役問題についてもその駐管機関を整備

するとともに，歌査役の権限および義務を拡張する劃ー方，

その身分保証与とより確実なものとしている。第九にラエ委

及会の批判した州の監骨機能を強化しそのもっとも賞

婆な権限の行使である「特別調査J（汚pecialinvestigation) 

の規定を整備・拡張している悦8)0 第4に初～714手に活

発化Lたテイケ・オーパに関して規定を大橋に精力Hし

て‘その規！fillを上り完全なものとしている性9¥

との上ろな証券業'Itの衛I）甘さお上ぴ会社i安の諸改：IT：は、

連邦法人・説券業法索中に上り強化主れたかたちで幣備

されたのであるの

没後にこれらの焼伽！の強化を支える監将機関について

符千ふれ上り。証券業法の制定に際して，ご：れt主での

般的欧将村tを干T十おヰf彩？火D~ rn；務f言今｝首 げヲ～ドにおかれ

ていぞ｝奇子首GlfrRe日istrar凸f（、《、日1panic合1♂】ネtiJJH宜If，］汐、γ

t’ A之ぷ 4》 0） と fより，いく＇）泊イ）州 ·c· その名称の＇At－~が伐

されている（也lll）。これらの監作機澗のうち之江一・サケ
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ス・ウエールズの「会社委員会J(Corporate Affairs 

Cornrni阻 ion）がもっとも充実した機構を有している。

同委員会は 1人制委員会であるが，独立した紐j織を有し

ており，毎年法務長官に年次報告書を提出している（注11¥

委員（Commissioner）の直属下に副委員（DeputyCom-

missioner）がおかれ，その下に総務の他，会社登記等の文

書事務を取扱う登記・文香（Registration& Documents 

Division〕，年次報告書や目論見書中の会計事項を審査す

る会社金融・会計在日（CorporateFinance and Accounting 

Division），企業をめぐる法律問題を検討し訴追などの

準備作業を行なう法務部（LegalSection）および企業活

動の調賓とくに特別調貨を担当する調査部（Investigation

Division）の5部がおかれ，総勢500人とu、う事務局を抱

えている。この規模は他の監督機関に比べて例外的に大

きなものである。その結果，個別企業の情報はもちろん

のこ左企業統計などの基礎データなどを完備している日It

ーの州止なっている。また問題のある企業の特別調査に

つし、ても，他の州では弁J護士等の民間の専門家に委ねる

のがふつうであるのに，との州は主として調査部のス夕

、ソブによ町行なわれ， 76年の 1年間だけでもJO以上の調

査報令・訴が出されている他12）。これは企業活動の濫用に

対する公的訴追にも影響を与え，多くの企業に対する訴

迫力E行なわれ，勝訴している滋rn。またこの報告書はす

べて公表されるので，企業に対する社会的監視に大きく

干寄与してし、る（柱14¥

2. ~，11際会社協定（Inter-state Coq》orateAffairs 

Agieement) 

ラェ：委員会の報併設おkび労働党政権による連邦の法

人・託券業法の上位に対して，当時自由党および地方党

が支配していた州の政権は強い反発を示した。この法案

に対して千刊Hの法務：長官は「経営を含む全会社に対する

完全な統制lを目論むものとして」非難の7討をあげたと指

摘されてu、る［注目）。ニコー・サウス・ウエールズ，ヴィ

クトリ γおよびクイーンズランドなど野党が支配してい

た東部3州は，この連邦の動きに対抗するために折衝を

開始した。今阿は連邦による立法がn前にせまっている

とu、う状況であったので的｛歩は急速に進/iH, 1974ff2 

Jj :l州、11/ilでの rJ4・1隊員会社協定｜に結実した。参加l州はこ

れにもとづき協定を採用すべく立法措慨を行な 4》た。こ

れどどもに197日年にはれrt1党お上ぴ地方党が政権を担当

十るにい／：~－》k，内A 寸ースト 'JI）γがとの協定に参カ日し

fc.o .'J: た1976年には，ニュー・サウス・ウ r一一ル：足、では

政権が変わり労働党政府が誕生したが，同政府はこの協
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定に参加しつづけることを決定し，今日にいたっている

｛注16：、。

協定自身は全10条の簡単なものである。その前文に

は「（1）会社法ならびに証券業および証券取引の規制にお

いてより大きな統ーを達戒すること，（2）かかる法の管理

上の相互鈎な取決め，共通の規準および手続を確立する

こと，（3）行政を調整し，公共のより大きな便宜および行

政のより大きな効率のために行政の不必要な重復を避け

ること，（4）法律が投資家大衆に提供する保護を増加せし

めること」を行的とし川、｜際会社委員会（Inter-state

Corporate Affairs Commission）を設置することが望ま

しい旨合意したと述べている。

さらにその第2条では，参加川｜の各政府は，（1）会社の

設立，（2）証券業・証券取引の規制，（3）目論見書の登録，

[4）利権（interests）に関する信託証書お土ぴ受託者の承

認，（5）会計および監査要件，（6）投資会社の布告，（7）資金

調達その他に関する適用免除権およびテイケ・オーバー

(8）その他凋僚協議会（MinisterialCouncil）の勧告する事

項について行政上の統一お上び、相互の取決めが必要であ

る旨合意し，これらの事項を逮吸するために議会に対す

る法案のの提出その他必要な措置を講ずることが義務づ

けられている。

以上からわかる上りに，この協定にもとづき二つの機

関が設置されている。その一つは，参加州の法務長官に

上り構成される悶僚協議会である。との機関ほ，協定運

用の最高機関と Lて位置づけんれ，必草壁にT;t：じて開催さ

れる。協議会はうえの範囲にある一切の事項について、

その過半数に上り決定する［住17＼この決議には州政府は

拘束されるものと解せられる。審議会は必要に応じて

「諮潤委員会J(Consultative Committee）を設置するこ

とができる（注18)

もろ一つの機関な， 「外｜際会社委員会！である。この

委員会は調僚協議会により任命されており，各州｜は各々

2人の委員（ろ t:,1人は会社コミッショナーなどの外｜会

社規制の責任者であることを要する）の指名権を有して

Lヨ。委員長－は協議会により任命されるとされている

が，実際には各州/U身の委員がもちまわりで任命されて

いる(1H9）。この委員会は，労働党法案の IUぐ人・証券委

員会Jに対するものであることは明らかであるが，その

権限は著しく弱いの第1にとの委員会は妙、なした事務局

を有してお「3ず，必要に応じて件州都でf;治するだけで

ある。第2に委員会は，各州に対して必要な情報の請求

権を有するだけであり｛注20），その主要な機能は，閣僚協

研究ノート～ーザ一一～

議会に対して法律の統ーのための勧告することと，各州

の行政上の不一致を調整するために協議し，その統ーを

関るだけである。少なくとも現在のところ法人証券委員

会構想にみるごとく具体的なレベルでの統一規制機関

一一登記の受理および企業の監督一ーの役割は果たして

いない。これらについては，依然として各州の監替機関

がその権限を行使している。

しかしこの協定により，少なくとも 4州聞における法

律および行政上の統一はめざましい成果をあげた。会社

法については，外｜際会社委員会が各州法の相違点を検討

し，さらに目論見書規制の強化および取締役貸付の制限

の拡張などを盛りとんで改正作業を進めた。これは1975

年には各州、｜の会社法の改正に結実しこの改正は1976年

3月4州同時に発効した。また会社規則（Companies

Re耳ulations）についても，同様に改正作業が進めちれ，

同年11月に発効している。したがってこの4州問におい

ては会社法はほぼ完全に統一されている。

証券業法についても同様の方式で改正作業が進めち

れ， 1975年各州はこれまでの証券業法を全面改正した法

律を制定しこの法律は，会社法改正と同時に発効した

（注21)0

以上のような法律レベルでのほぼ完全な統 4 のほか

に，行政レベルでの統一のための措置が講じられてい

る。これについては州際会社委員会の中心課題であるこ

とはいうまでもなし、が，その他に各t日当局職員の相互派

遣お上び統一した訓練により，より具体的なレベルでの

質の統ーが計られている（注22）。

しかしこれらは，州の法律および行政上の質の平準化

により法律およびその運用の統ーを窓図するものであっ

て，このレベノレでは行政の中心はあくまで州行政機関で

あり，州、！という枠を乗り越えるものではない。もっとも

1975年の両法の改正にはその枠を超えようとする萌芽が

みられる。

その第lは，会社検査官の帳簿閲覧権の地域的拡大で

あり，これにより各州、｜の検査官は参加州のい子れに備賢

かれてし、る帳簿についても自由に閲覧できることとなっ

／ヒ（注2:l）。

第2は，「1法認会社」（recci.:nisecl company）の概念の設

定である。この会社は，宣言された法律（d配 Jaredlaw）に

もとイき設立された法人と定義されているが，官！？守され

たlH牲とは努力川1・！の会tl:i'tを指すので，具体的には他の

参加l州の会社法を意味する（住24）。このような会社はこれ

まで適用されていた外国法人（foreigncorporation）と区
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別され，さま5まな特権が与えられている（注25）。とくにこ

の会社は，とれまでのように各州の登記官に各々文書を

提出するという義務が大幅に免除されている。したがっ

てたとえば設立州で目論見舎を提出すれば，その全参加

州において自由に資本の公募をなすことができる（注26）。

第3に，以上は会社法上の{11］であるが，証券業法中に

おいても， 「法認被免許業者」（recognisedlicensee）と

いう概念を設けている。これも参加外｜のうち 1州により

免許をうけた証券業者を意味し，この者は他の参加州に

おいて免許をうけることを聖書しない（注27）。

以上が1970年から今日までの州際協定参加州の会社法

および証券業法の規制lの強化と統一化の動きである。こ

の動きは， 1970年のラエ委員会の設寵および74年のその

報告書幸の提出と労働党法案の上提という連邦の動向に見

事に対応している。この州際協力による法律の統一は労

働党政権の崩壊後の現在の政権の統一構想に大きな影響

を及ぼした。もっとも新政権成立後，協定参加州は連邦

にその参加を求めたが，連邦は独自の方向を模索するつか

向を選んでいるf注28）。この最大の争点は，現在までの州

際協カにみられる州行政機関中心主義か強力な連邦規制

機関の設置かということであろう。

最後の節で現tF.連邦レペノレでこの問題に対してどのよ

うな田容を出しつつあるのかを検討する。

（注 1〕 ニュー・サウス・ウェ－Iレズ，ヴイクトリ

ア，凶オーストラサアでは1970{!'-, グイーンズランド

では1971牛に各々刊名の法律が制定容れてし、る。

(ti: 2) Baxt, Ford & Samuel, op. cit., p. 26. 

( tt:3) との内平年lとついては， Baxt,The Rae Re-

port ...... , pp. 105-143に上る。なおこの証券業レベ

ルでのより詳しL、険討と連邦法人・証券業の比較検討

については，？ルコム・スミス将，小Iii的資・石村耕治

沢「オーストラリブにおける証券業の規制ILi （刊本ロ

よ弘イシア協会『東京大会報告』 1977年） 142～157 

ベージ参照のこと。

Ct主4〕 Baxt,The Rae Reρoバリ.., pp. 131叩 134.

7011＇二改正レベルの詳細については， JI！村 前掲論文

109～110ベージ。

（注5) この内科についてi.t, ニ品一・サウス・ウエ

ールメ1Hの益社宅長、 Co叫panies.Act, 196 I, ReJ＞γi11ted 

undeγ the Acts Repγinting .Act, 1.972 [Certφed 

12th, August, 1.976] （以ド， Cil..NSW.として引則

寸る）の改正紀元llかん将キだ［んもので包括的ではな

い。 l司法lとよれば， 1961fドから69"1ーまで 9凶の改正が

64 

あったのに対して， 1970～76年までに毎年計14聞の改正

が行なわれている。

（注6) ss. 69A-69N of CA. NSW. 72年改正レ

ベルでのこの詳細については，｝｜｜村前掲論文 105～

107ベージ参照。

（注7）“PartVI Account and Audit" (ss. 161-

167C) of CA. NSW. 72年改正レベんの詳細について

は同上論文109ページ参照。

（注8）“PartVI-A Special Inv田 tigation”（ss.

168-180)0£ CA. NSW. 

（注9〕“PartVI-B Take-over”（ss. 180A-180Y) 

。fCA目 NSW.

(IUO) ヴィクトりプ州では， “Commissionr of 

Cor戸》rateAffairs”とよばれるにいたった。他州では

'・Registrar of Companies”とし、う伝統的な呼称をいま

だ採用している。 Ford,op. cit., p. 3.なれ本稿て：1（州〉

規制l機関J「（州）監督機関Jおよび「（州）行政機関」

というときすべてこれらを指している。

（注11〕 Parliamentof New South Wales, Report 

of the CoゆorateAffairs Commission (for 1976), 

Sydney, 1977. 〔以下 RφortCAC. NSW.として引

用する〕 以下の記述はこの報告書による。なお訪問

したヴイクトリア州会社局は，このような報告書を公

表していない。

（校12〕 ReportC.tlC. NSW., p. 1 l，その概符に

ついては， Ibid.,pp. 69-71.参照。

(/U3) •；イクトリア州とのこのlI だの相進につい

ては，スミス 前崎論文 144-145ページおよび150・-':

ジ以下参照。

(lU4) 同委員企の法務部ωスタップは訴追の面よ

りもこの効果の方を訴価していた。

(lU5) ニのような規制の強化は，サでに自由党政

権卜のラニL報告選（ラ z 自身が自由党封）により勧告

されたものであるにもかかわらず，労働党に対する

「忍び草野る社会主義」（CreepingSocialism）非難の一

環としてなされている。 Connell,op. cit., p. 129. 

( /t.16) Baxt, Ford & Samuel, oム cit.,p. 27. 

(/l:17) s. :3 of Inter-State Coゆorate A.ff airs 

Agreement ([CAA). 

(t±:18) s. 9 of !CAA.この規定にもとづきメルボノレ

ン大学のFord教授をi去とする「証券ヅローカー顧客ブ

γンドlζ闘する州際作業委員会」（Int冶r-stateWorking 

Committee Relating to Protection of Stockbrokers 
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Client Funds）が設置されている。 ReportCAC. 

NSW., p. 104. 

（注19) s. 4 of !CAA. 

（注20〕 s.8 of !CAA. 

（注21) Report CAC. NSW. pp. 11, 15-16, 103. 

Baxtらは，はじめてこの4州において（61年の例を

考慮に入れても〕両法の実質的な統ーが達成されたと

評価している。 Baxt, Ford & Samuel, op. cit., p. 

'27. 

（注22) Report CA.C. NSW., p. 103. 

（注23) Report CAC. NSW., p. 15幽スミス 前掲

論文 150ページ。

（注24〕 s.5 (1) & (IA) of C.1. NSW. 

Ot:25）“Division 2A Recognised Companies etc., 

Part XI Various Types of Companies”（ss. 34:iA-

343Q) of CA. NSW. 

（注26) s. 47A of CA. NSW.これに対応して各

州は主主録された目論見書の交換を通して政策の統ーを

はかるべく努）Jしている。 Re内 rtC.1C. NSW., p. 

104. 

Ol:27) s. 4 and s. 32 of S削 υ・ities Industry 

Act, 1975. 

（注28) Baxt, Ford & Samuel，。ρ.cit., p. 28.州

際協定が他の州および述）ISの参加を前艇として（ま t.:

は期符ーして〕作成されたことはそのflij文から読みとる

ことがで才る。

IV 連邦・州聞の協カ制度による連邦会社・

証券法の制定

1975,f末労働党に代わり連邦政権を担当十るにいたサ

たブレーザー保守党政権も，連邦レベルでの会社法・証

券法の規制の必要性を承認していた。ヴ3働党政権と異な

るところは，その達成の方法であり，また連邦への権限

の集中に対する懐疑であ，》た。

政権発足7カ月後の1976年，連邦事業・消費者時大阪で

あるジョン・ホワードは，この問題に関する基本政策を

発表した。この声明は，すでに証券市場については連邦

レベルでの機関に上り規制される d之き段階にあることを

;f(認しこの分野にJ丸、ては滋法上の問題があるにもか

かわらず連邦が広汎な権限を有していることを承認しな

がら，ラエ委民会および労働党による連邦単独での規制

を所定して，この問題の解決t士、 「連邦と小Mとの効果的

な協力制度（仁川】perative日dune）にあり，これは，既

存の州レベルの行政機備を保存しながら述｝II規市，lj(natio企
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nal regulation）の統斗生と必要な水準の維持を達成す

るであろう」と述べている（注1）。この構想は，その後連

邦および州の担当大臣および担当官（officers）の会議に

よりさらに具体化された。すなわち1977年4月には，担

当官によりこの制度の概要に関する報告書が提出され，

これは，同年5月のパースにおける大臣会議，さらに9

月のブリスベンにおける大臣会議により検討され，現在

最終ドラフトの作成の段階にある。

この構想自体は，連邦と州との協力制度と名付けられ

ているとおり，前節で検討した4州の州際協力方式を大

幅に採用しているが，その内容はかなり異なり，連邦の

指導性が強化されている。以下，連邦・州の協定，関僚

協議会，連邦法の制定手続および連邦会社証券委員会に

分けて，この概要を紹介しよう（注2）。

1 連邦・州聞の協定（Agreement)

この協定は協カ制度の糠幹を形づくるものであり以下

にふれる全事項を規定することが予定されている（注3）。

したがって，手続的には，この協定の発効をもって協力

制度全体が効力を有するにいたり，協定の内容に沿っ

て，との協定の運用の最高機関ともいうべき閣僚協議会

が法的に設債され，その監督下で現在ドラフティングが

進んでいるといわれる連邦・州レベルの会社訟，証券業

法およびこの審議会や連邦会社証券委員会設立のための

法律の立法作業が開始され，とれとともに連邦レベルで

の行政機関である連邦会社委員会の委員の任命や事務局

の設置という作業が行なわれるということになる。

この協定は， i車r-11および州議会による批准をもって発

効する。しかし，この協定の発効は，憲法51条第37号に

定める州の権限の迎邦への付与併を意味しないものとされ

（注4），各州は， 1年間の通知期間の後脱退することがで

きる。この点において，協定の辿邦および各外｜に対する

法的拘束力は弱く， 4外｜間の州際協定を全オーストラリ

アに拡大しただけと考えられる。

2. 閤僚協議会（MinisterialCouncil) 

閣僚協議会は連邦および州の担当大臣により構成され

る（注5）。この協議会は協定の運用に関する最高機関とし

て位置~::5けられており，今回の協力の制度の性格を反映

して，現行の4州、｜の州、｜際協定の同名の機関に比べてその

他｜波は＇＇＊しく大きし J、。第1にこの協議会ば2際立法機関

ともいうべき権限を有しており，次；頃で触れるようにこ

の承認なしには迷邦および州は関係法律の立法およびそ

のL'J(}Eーを行ないえないものとされている。第2に協議会

は関係法の最高の監督機関であり，直接にその行政を担

6ラ
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当する連邦会社証券委員会に対して機構および予算を含

む行政上の監督権を有する。第3に委員会の一切の政策

事項について指示権を有するとともにこれまで各州の主

務大医の権波をされていた会社商号，実質的株式保有規

定の適用の制限，証券取引所の認可などの一定事項につ

いて決定権を有することが予定されている。

この協議会は少なくとも年4回開催されることが予定

され，各メンパーはその招集権を与えられている。会議

手続は審議会自身により定められるが，その定足数は5

人，各メンパーが持ち回りで議長とされる。その議決権

は，各メンパー 1票とされ，議長は裁決権を有しない。

決議方法は事柄の重要性によって全員一致による場合が

あるほかは多数決である。

この審議会は独自のスタッフを有しないが，連邦会社

誌券委員会から必要とする一切の助力を得ることができ

る（ここでこれまでの会社・証券法の規制機構の推移を

簡単に図式化すると第2岡のようになろう〉。

3. 連邦会社法・証券業法の制定手続

連邦会社法および証券業法の制定手続は，連邦会社証

券委員会の設置とともに今回の協力制度の核心である。

それはすでに1960～61年の統一会社法の制定のように単

に一時期だけの統一性の確保だけでは足らず，将来にわ

fこってその統一性を維持する方策が講じられなければな

らない。したがって方策は，統一訟の作成とその維持の

二つに分けられる。

統一法の作成の手続は以下のとおりである。

まず連邦議会は，（1) 閣僚審議会および連邦会社証券

委員会の設置，組織ならびに権限などの協定実施に関す

る行政事項を定める法律，（2) 連邦直轄地のための新会

社法および新証券業法を制定する。この会社法および証

券業法は，チトl際協定参加州の現行法をそのまま（もっと

も監督機関についてはこれまでの主務大臣等に代えて閣

僚協議会および連邦会社証券委員会が挿入されるのであ

ろうが〉採用するのを原則とするが，現在緊急を要する

事項については連邦・州の担当官の協議により改正を加

えることが承認されている。この草案については，現在

連安IIを中心に作定が続いている。しかし，最終的には閣

僚協議会により検討され，全員の…致による承認を得な

ければ連邦議会に対して上程することはできない。この

ようにして連邦の側での手続は終わり，外lの側での手続

が開始される。州議会は，会社法および証券業法そのも

のの制定を行なわない。単に上記の連邦直轄地の2訟を

第 2 図 オーストラりアの連邦・州，｝）会社・証券法の規制l機構の推移

干
述＇ • 'f i刷・州出萌長＇！＼，，高 i
d仲｜ 伊－－－－一二七二7・一一一一
！？〈 ；会社法措倒竺会i；舎

！ 什｜
レ

l （制糊刻〕

•llllf~I品，i義え l

~ff＇＼§，：~ぷi:~iii:]
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1 SHJ:・,i1E券法I:)

〔脱出HJ機関J

1960～61 統会村iJ:、 労働党2；＇｝，、主ノ）桃！lt 州際協定 ,'1.ili：と州内｜品｝J:1,111~：附氾1
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J:I.外j

: fよ，会；I・.• IDE券法上 Jl体的権限を有ナると考えられない機関を示寸。
－一・は，単なる勧？i権を有するのみでより強力な拘束力を有しないことを示す。
〔主務大医〕とは，現行の会社・証券法上主務大臣の権限を有することを示す。
〔規制機関〕とは，現行の会n. Ju:券法l会干｜委員会，殺記wなどの州規制機関J〕権限をすTすることを

示す。
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採用する旨の立法を行なうだけである。この結果各州の

会社法および証券業法は効力を失い，現行の4州問の州

際協定も失効する。またこの法律は，単に新しく制定さ

れた連邦直轄地法が現在のみならず，将来においても州

内に適用される旨を規定する。この結果各州の独自の法

律改正権は実質的には連邦に対して委ねられるというこ

とになるのである（この外｜法に関しては連邦および州に

よりモデル法が作成され，これも各州議会に提出される

前に閣僚協議会で全員一致による承認をうけねばならな

ν、〉。

このように統一法の制定段階においてすでに統一法の

維持の方策はとられているが，との制度のもとでの統一

訟の改正方法にも留意されている。この方法は，改正を

希望する州はその改正案を閣僚協議会に提出する。閣僚

協議会がこれを過半数をもって承認しなかったときは，

当然州は改正することはできない。過半数をもって承認

したときにおいても，連邦議会により制定されることを

製する。このことは統一時の州法の規定からの当然の帰

結であろう。連邦政府はその改正案に反対である場合に

もとれを議会に提出するべきことを義務づけられる。連

:/'flがとの司王認後6カ月以内にこの法案を可決しなかった

とき，はじめて各州は独自の改正を行ないうるものとさ

れている。したがってこの場合に限って統一法の多様化

が生じうる余地があるといえる。

以上の上うにこの制度による立法の枠組みは， 60年初

頭の統一会社法制定方式はもちろん，州際協定方式に比

べてもはるかに統一性の維持のための努力がなされてい

る。これにより，ほぼ完全な意味での単一の連邦会社法

および連邦証券業法が生成されつつあるといえよう。し

かしその制階的な枠組はかなり脆弱なものである。たと

えば1州でもこの協定を無視して立法府（たとえば議員

立法により）が法の改正を行なった場合には，これによ

り法律の統一性は崩れてしまうのである。このための具

体的な按置は考えられていないようである（注6）。

4. 連邦会社証券委員会

すでにみたよ号に閣僚協議会は，法律の統一という立

法！：の権限を訂する他に法律の最高の殿督機関としての

t-1：絡を有している。この協議会の下に法の直接の運用機

ti！止もいうべ主「連邦会社証券委員会.1(National Com-

凹ni田 andSecurities Commission）がおかれる。

との委員会は，関僚協議会が全員一致で指名し総替の

任命する 3～日人（委員長を含む）に上り構成されるfl'

議体であるo 委員の任期は5年とされ，資格要件，解任
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などについては法人証券業法案の規定が参考にされてい

る。この委員会は常設の委員会であり，独自の事務局お

よびスタッフを有することが予定されている。

委員会の権限は，悶僚協議会にしたがうことを条件と

して法の運営全般にわたっている。このような一般的権

限に加えて，これまで州法により主務大臣の権限とされ

ていた多くの裁量権を付与されている。この委員会は明

らかに労働党による法人・証券業法案の「法人証券委員

会」に対応するものである。しかしその権限は2方面に

わたって弱められているという印象をうける。第1は，

閣僚協議会に対するものである。閣僚協議会はごの委員

会の政策およひ守関係する事項について一切の指示をなす

ととができる。これが最終的にどのようなかたちでドラ

フトされるのかは不明であるが，労働党法案が会社証券

業に関する政治的圧力を考慮して委員会の独立のための

措置を講じているのと対照的である（注7）。また裁量権の

いくつかは，労働党法案では委員会にあるのに対して今

回の案では閑僚協議会にあるとされている（注射。

第2は，文書の登記等に関するこれまでの外｜監替機関

の権限に関するものである。労働党法案では，これらの

権限も委員会に集中され，結巣として州行政機関は廃止

される運命にあった。しかし今回の案ではこれらの権限

は州の既存の行政機関に残されている。この行政機関は

各州政府機関であって，そのスタッフは州政府により供

給される。委員会と州監督機関の関係は微妙である。構

想、では4刊行政機関は，法の管理に関して委員会の指示に

したがうものとされ，委員会はその他の事項については

監督権限を有しない（性別。このことは，連邦と州の協力

という理念によるのであろうが，これにより委員会の機

動力は著しく減殺されるであろうといわざるを得なu、。

これは，外｜行政機関の職員に対する人事権が外｜に置かれ

ていることにより加速されるであろう。もっともこれら

の州機関に対して主務大臣は指示権を有せず，閣僚協議

会がその権限を有するものとされている。

この上うな限界があるにもかかわらず，この委員会が

設立されたときは，初めて全オーストラリア・レベルで

会社・証券法の単一の監督機関（閣僚協議会を別とすれ

ば〕が設けられることを意味し，その会社・証券行政に

果たす役得1Jは非常に大きいと期待される。

以上が脱毛E連邦と州、！との協力制度（注IO）という名のもと

で進行しつつある会社および証券業法の統一作業の概要

である内

要約すれば，この構想は，連邦および州の協定のうえ
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に，その代表者よりなる閣僚協議会という最高機関がそ

の利害関係を調整しあいながら立法・行政の両面にわた

って政策の統→全を維持しその下で専門家より構成さ

れる連邦会社証券委員会が行政商において全オーストラ

リア・レベルでの統一政策を作定し，この指示に従い各

州の行政機関が具体的な業務を遂行するとU、うものであ

る。この構想は，協定という紳士協定に立脚している点

および最終的に法の多様化を抑止する具体的な制度上の

保証が存在しない点において，労働党案の連邦単独での

規制の方式に比べてその安定性は著しく弱いもののよう

に恩われる。

しかし，（1）一応オーストラリア全域においてj単一法が

成立すること，（2）この法の管理については連邦レベルで

の監督機関が責任を負うことの2点において，前節で検

討した州際協定方式よりは，はるかに進んだものであ

り，これを，狭義の連邦法（CommonwealthAct），と

は区別されるにしても，広義の意味での「連邦法」（Fe-

deral Law）と呼ぶことができるのではないかと考える。

またこの制度では，委員会のもとにこれまでほとんど

整備されていなかった金オーストラリア規模での企業情

報の集積が行なわれることになっている。このことは企

業問題に対するより客観的な調査を可能とし，将来の法

律改革に重要な参考資料を提供するであろう。

（注1〕 Rose,P.J.，＇‘Commonwealth Regulation of 

the Securities Markets : Commen包 onthe Propo-

sal for Co-operative Commonwealth-State Scheme，” 

Australian Econo畑氏・ Revieu, 4th Quarter, 1976, 

p. 14. 

(it 2〕 本節の記述は，特IC告及しない限り， 1978

年2月に実施した現地調査中でのニュー・サウス・ウ

エールズおよ (f連邦政府の担当官からの聞きとりおよ

び入手した資料にもとイいている。なお1978年5月16

日付の TheFinancial Timesは連邦・外！の各犬同が

この什｜闘に合怒した¥'r，同年9HIS日付の同紙U,1979 

年7月1Bには連邦会社証券委員会が活動を開始する

であろう旨報じている。

（注 3) このような連邦と州問の協定については過

去に多くの例がある。もっとも有名なのは， 1928年の

憲法改正前の借款審議会（LoanCouncil）である。 Da-

vis, op. ciι，pp. 40--42. 

(lt4) この規定は，州議会は連邦議会l乙対して付

議した（refer）事項については連邦が立法権を有する

旨鋭従する。
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（注5) 具体的には各州においては法務長官であり

連邦においては事業消費者大臣であると考えられる。

〈注6) Rose, op. cit., p. 15.もし協定から適法lζ

離脱することなしにとれを行なえば，協定違反となる

が，裁判所はこの種の協定を紳士協定（Gentlemen’s
Agreement）とみなしている。 Sawer,Australion 

Goverment・ ・ ・ ・ ・・, p. 30. 

（注7) 労働党法案ではすでに述べたように委員会

は制定法上の法人とされており，また主務大臣は，個

別の事件に関して指示権を有しない旨明記されてい

る。 s.36(2) of CSIB. 

（注8〕 労働党の 2法案では，従来主務大院の裁量

権とされた事項のほとんどが法人証券委員会の権限と

されている。会社証券委員会は，法人商号から Limited

という語の削除，社債権者および利権保有者の受託法

人の認可など16事唄のこれまでの会社法，証券法上の

主務大臣の裁量権が与えられている。一方閣僚協議会

は本文中l乙述べたものを含み 8事項について権限を磁

保している。なお会社・証券法上もっとも重要なもの

である政府による特別調査については調査時点では，

いずれに属するか決定されていない。

Ci主9〕 当初， これらの州行政機関U，委員会の代

理機関（agency）と明記される予定セあったが77年5

月の大国会議で拒否されている。これも合め州行政機

関は当初の事長よりその独立i'tが強化されつつあるとい

う印象をうける。

(/UO) この連邦と）IIの協力さらに相互協力による

連邦主義（Co-operativeFederalism）の問題については，

Sawer, Australian Gove1官 ment・・田・・，pp.25-31参照。
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以上オーストラリアの最近の会社法の発展を州会社法

から連邦会社法への移行という視点をもって検討してき

た。すでに企業活動およびラエ委員会もいうように資本

市場が全オーストラリア規模で存在している以上このよ

うなJi向は当然の帰結である。懲法上の制約および各政

権の連邦に対する理念の相違からこの方式については一

定の相違があるにしても，オーストラリア全域において

｜司ーの会社法と単一の規制機関の必要性につヤては，連

邦・州レベルでほぼ一致していると考えてよい。現政権

は，これに対して連邦と州との協力制度というオースト

ラリア独自の方向を模索している。

またオーストラリアにおける迷邦会祉法の議論は，ア
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メリカにみられる（そしてラエ報告書が勧告する〕よう

な上場会社の資本調達および証券規制については連邦，

その他の一般会社については州という 2分法は超え，何

らかのかたちで両者を連邦レベルで規制することを前提

としているととも指摘されるべきであろう。このような

前提のもとでは，労働党2法案にみる上ろな上場会社を

中心とする大会社とそれ以外の比較的小規模の会社に対

する規制を何らかのかたちで2分する必要に迫られるの

ではないかと推測される。

いずれにしても新しく設置される連邦会社証券委員会

は多くの情報を収集し，オーストラリア全域における企

業活動を広汎に調査した後に，このような問題を含めて

検討し，法律および行政の改革を提言することが予定さ

れているといわれる。したがって現地において筆者が面

接した担当官が述べるように言葉の真の意味でのオース

トラリア連邦会社法はまだその生成の端緒ーについたばか

りであり，その将来はこの制度が，いかなる発展をみせ

るかにかかっているといえよう。

しかしこの制度が重要な問題に逢着したときは，つね

に労働党法案にみるような連邦による単独規制が議論の

対象となることは容易に予想しうる。

〔付記〕 本績は， 1978年2月に実施した「アジアの

イギリス法系会社法J／（関する現地読査の成果の一部

である。作成にあたっては突に多くの方々のご協）Jそ

得た。まず調査の実施に擦しては国際商事法務研究所

専務理事牛丸一誠氏，同事務局長沖実雄氏およびロー

．エイシアの事務局長である弁護士 D.Geddis体

士に現地専門家の紹介の労をとって頂いた。調査中に

おいても政府機関および証券取引所の方々ほか多くの

方々のご協力をいただいたが，とくに迷邦政府会社・証

券局のアンスタント・セクレタリーであり，現在の協

力制度を［直接に担当しておられる R.J. Schoer氏，

在後日本大使Tr村井仁参事行およびメル，j(ノレン大学の

R. A . .I. Ford教J受からは，オーストラリア企業法の

諸問題につき有益な示唆を頂くとともに貴重な資料を

提供して頂い任。国内にあ〉ては当時東大においてい

豪の会社法の比較研究をしておられたモトシュ大学の

Malcom Smith fl;:のご指導をいただき，また東京証券

取引所および｜｜本商工会議所附書館からけ，蔵書のォー

ーストラリア尚tl＜関係の文献を閲覧する機会をft｝た。

さらにアンダーソン・毛利・ヲピノウイソツ法律事務

所の川村明弁自盤上ICは原稿を検討していただき詳細か

研究ノート

つ貴重なコメントをいただいた。般後に研究所の森健

氏からは草稿に対するコメントとともにオーストラリ

アの事情lι不案内な筆者に経済・社会上の有益なご教

J示をL、たfこし、てし、る。

これらの方々のご好意：にどの程度お応えできたのか

は疑問な Lとしないが，記して感謝の意を表したL、。

もιろん文，1，の誤りの責任は筆者にある。

（アジア経済研究所経済協力調査室）
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